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参考１ 

電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン新旧対照表 

 
【改正案】 電気通信事業における個人情報保護

に関するガイドライン 

【現行】 電気通信事業における個人情報保護に

関するガイドライン 

（参考）関係する個人情報保護法令 

※ 法律は条文番号のみ、政令は「令」、委

員会規則は「規則」と記載する。 

第 1 章 総則 第 1 章 総則  

（目的） （目的）  

第 1 条 このガイドラインは、電気通信事業の公共

性及び高度情報通信社会の進展に伴い個人情

報の利用が著しく拡大していることに鑑み、通信

の秘密に属する事項その他の個人情報の適正

な取扱いに関し、電気通信事業者の遵守すべき

基本的事項を定めることにより、電気通信サービ

スの利便性の向上を図るとともに、利用者の権

利利益を保護することを目的とする。 

第 1 条 このガイドラインは、電気通信事業の公共

性及び高度情報通信社会の進展に伴い個人情

報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、

通信の秘密に属する事項その他の個人情報の

適正な取扱いに関し、電気通信事業者の遵守

すべき基本的事項を定めることにより、電気通

信サービスの利便性の向上を図るとともに、利

用者の権利利益を保護することを目的とする。 

第 1 条 この法律は、高度情報通信社会の進

展に伴い個人情報の利用が著しく拡大して

いることに鑑み、個人情報の適正な取扱い

に関し、基本理念及び政府による基本方針

の作成その他の個人情報の保護に関する

施策の基本となる事項を定め、国及び地方

公共団体の責務等を明らかにするとともに、

個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義

務等を定めることにより、個人情報の適正か

つ効果的な活用が新たな産業の創出並び

に活力ある経済社会及び豊かな国民生活

の実現に資するものであることその他の個

人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利
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利益を保護することを目的とする。 

（適用対象） （一般原則）  

第 2条 本ガイドラインの規定は、個人情報の適正

な取扱いに関し、電気通信事業者の遵守すべき

基本的事項を定めるものとして、解釈され、運用

される。 

第 3条 本ガイドラインの規定は、個人情報の適正

な取扱いに関し、電気通信事業者の遵守すべき

基本的事項を定めるものとして、解釈され、運用

されるものとする。 

 

2 電気通信事業者は、個人情報の保護に関する

法律（平成 15年法律第57号。以下「法」という。）

の規定及び通信の秘密に係る電気通信事業法

（昭和 59 年法律第 86 号）第 4 条その他の関連

規定を遵守するほか、このガイドラインに従い個

人情報を適正に取り扱わなければならない。 

2 電気通信事業者は、個人情報の保護に関する

法律の規定及び通信の秘密に係る電気通信事

業法第 4条その他の関連規定を遵守するほか、

このガイドラインに従い個人情報を適正に取り扱

うものとする。 

 

3 電気通信事業者は、第 3 章に規定する各種情

報については、第 2 章に規定する個人情報の取

扱いに関する共通原則を遵守するほか、第 3 章

の規定に従い適正に取り扱わなければならな

い。 

3 電気通信事業者は、第 3 章に規定する各種情

報については、第 2 章に規定する個人情報の取

扱いに関する共通原則を遵守するほか、第 3 章

の規定に従い適正に取り扱うものとする。 

 

（定義） （定義） （定義） 

第 3 条 このガイドラインにおいて使用する用語

は、法第 2 条において使用する用語の例による

ほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。 

第 2 条 このガイドラインにおいて使用する用語

は、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法

律第57号）第2条において使用する用語の例に

よるほか、次の定義に従うものとする。 

第 2 条 （略） 

一 電気通信事業者 電気通信事業（電気通 一 電気通信事業者 電気通信事業（電気通  
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信事業法第 2 条第 4 号に定める電気通信事

業をいう。）を行う者をいう。 

信事業法（昭和 59年法律第 86号）第 2条第

4 号に定める電気通信事業をいう。）を行う者

をいう。 

二 電気通信サービス 電気通信事業者が業

務として提供する電気通信役務（電気通信事

業法第 2 条第 3 号に定める電気通信役務を

いう。）及びこれに付随するサービスをいう。 

二 電気通信サービス 電気通信事業者が業

務として提供する電気通信役務（電気通信事

業法第 2 条第 3号に定める電気通信役務を

いう。）及びこれに付随するサービスをいう。 

 

三 利用者 電気通信サービスを利用する者

をいう。 

三 利用者 電気通信サービスを利用する者

をいう。 

 

四 加入者 電気通信事業者との間で電気通

信サービスの提供を受ける契約を締結する

者をいう。 

四 加入者 電気通信事業者との間で電気通

信サービスの提供を受ける契約を締結する

者をいう。 

 

第 2 章 個人情報の取扱いに関する共通

原則 

第 2 章 個人情報の取扱いに関する共通

原則 

 

（利用目的の特定） （利用目的の特定） （利用目的の特定） 

第 4 条 電気通信事業者は、個人情報を取り扱う

に当たっては、その利用の目的（以下「利用目

的」という。）をできる限り特定しなければならな

い。 

第 5 条 電気通信事業者は、個人情報を取り扱う

に当たっては、その利用の目的（以下「利用目

的」という。）をできる限り特定するものとする。 

第 15 条 個人情報取扱事業者は、個人情報

を取り扱うに当たっては、その利用の目的

（以下「利用目的」という。）をできる限り特定

しなければならない。 

2 電気通信事業者は、利用目的を変更する場合

には、変更前の利用目的と関連性を有すると合

理的に認められる範囲を超えて行ってはならな

い。 

2 電気通信事業者は、利用目的を変更する場合

には、変更前の利用目的と相当の関連性を有す

ると合理的に認められる範囲を超えて行わない

ものとする。 

2 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更

する場合には、変更前の利用目的と関連性

を有すると合理的に認められる範囲を超え

て行ってはならない。 
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3 前2項により特定する利用目的は、電気通信サ

ービスを提供するため必要な範囲を超えないよ

う努めなければならない。 

3 前2項の規定により特定する利用目的は、電気

通信サービスを提供するため必要な範囲を超

えないものとする。 

 

（利用目的による制限） （利用目的による制限） （利用目的による制限） 

第 5 条 電気通信事業者は、あらかじめ本人の同

意を得ないで、前条の規定により特定された利

用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情

報を取り扱ってはならない。 

第 6 条 電気通信事業者は、あらかじめ本人の同

意を得ないで、前条の規定により特定された利

用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情

報を取り扱わないものとする。 

第 16 条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ

本人の同意を得ないで、前条の規定により

特定された利用目的の達成に必要な範囲

を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 

2 電気通信事業者は、合併その他の事由により

他の個人情報取扱事業者から事業を承継する

ことに伴って個人情報を取得した場合は、あらか

じめ本人の同意を得ないで、承継前における当

該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を

超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。 

2 電気通信事業者は、合併その他の事由により

他の電気通信事業者から事業を承継することに

伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ

本人の同意を得ないで、承継前における当該個

人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超え

て、当該個人情報を取り扱わないものとする。 

2 個人情報取扱事業者は、合併その他の事

由により他の個人情報取扱事業者から事業

を承継することに伴って個人情報を取得した

場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、

承継前における当該個人情報の利用目的

の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情

報を取り扱ってはならない。 

3 前 2 項の規定は、次に掲げる場合については、

適用しない。 

3 前 2 項の規定は、次に掲げる場合については、

適用しない。 

3 前 2 項の規定は、次に掲げる場合について

は、適用しない。 

一 法令に基づく場合 一 法令に基づく場合 一 法令に基づく場合 

二 人の生命、身体又は財産の保護のために

必要がある場合であって、本人の同意を得る

ことが困難であるとき。 

二 人の生命、身体又は財産の保護のために

必要がある場合であって、本人の同意を得る

ことが困難であるとき。 

二 人の生命、身体又は財産の保護のため

に必要がある場合であって、本人の同意

を得ることが困難であるとき。 

三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の

推進のために特に必要がある場合であって、

三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の

推進のために特に必要がある場合であって、

三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育

成の推進のために特に必要がある場合で
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本人の同意を得ることが困難であるとき。 本人の同意を得ることが困難であるとき。 あって、本人の同意を得ることが困難であ

るとき。 

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその

委託を受けた者が法令の定める事務を遂行

することに対して協力する必要がある場合で

あって、本人の同意を得ることにより当該事務

の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその

委託を受けた者が法令の定める事務を遂行

することに対して協力する必要がある場合で

あって、本人の同意を得ることにより当該事務

の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

四 国の機関若しくは地方公共団体又はそ

の委託を受けた者が法令の定める事務を

遂行することに対して協力する必要があ

る場合であって、本人の同意を得ることに

より当該事務の遂行に支障を及ぼすおそ

れがあるとき。 

4 前各項の規定にかかわらず、電気通信事業者

は、利用者の同意がある場合その他の違法性

阻却事由がある場合を除いては、通信の秘密に

係る個人情報を利用してはならない。 

4 前項の規定にかかわらず、電気通信事業者

は、同項各号に掲げる場合であっても、利用者

の同意がある場合その他の違法性阻却事由が

ある場合を除いては、前条の規定により特定さ

れた利用目的の達成の範囲を超えて、通信の

秘密に係る個人情報を取り扱わないものとする。

 

（取得の制限） （取得の制限）  

第 6 条 電気通信事業者は、個人情報の取得に

ついて、電気通信サービスを提供するため必要

な場合に限るよう努めなければならない。 

第4条 電気通信事業者は、電気通信サービスを

提供するため必要な場合に限り、個人情報を取

得するものとする。 

 

（第 7 条第 2項で要配慮個人情報として規定） 2 電気通信事業者は、次の各号に掲げる個人情

報を取得しないものとする。ただし、自己又は第

三者の権利を保護するために必要な場合その

他社会的に相当と認められる場合はこの限りで

ない。 
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 一 思想、信条及び宗教に関する事項  

 二 人種、門地、身体・精神障害、犯罪歴、病歴

その他の社会的差別の原因となるおそれの

ある事項 

 

（適正な取得） （適正な取得） （適正な取得） 

第 7条 電気通信事業者は、偽りその他不正の手

段により個人情報を取得してはならない。 

第 7条 電気通信事業者は、偽りその他不正の手

段により個人情報を取得しないものとする。 

第 17 条 個人情報取扱事業者は、偽りその他

不正の手段により個人情報を取得してはな

らない。 

2 電気通信事業者は、次に掲げる場合を除くほ

か、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個

人情報を取得してはならない。 

（新設） 2 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合

を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ない

で、要配慮個人情報を取得してはならない。 

一 法令に基づく場合 （新設） 一 法令に基づく場合 

二 人の生命、身体又は財産の保護のために

必要がある場合であって、本人の同意を得る

ことが困難であるとき。 

（新設） 二 人の生命、身体又は財産の保護のために

必要がある場合であって、本人の同意を得

ることが困難であるとき。 

三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の

推進のために特に必要がある場合であって、

本人の同意を得ることが困難であるとき。 

（新設） 三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成

の推進のために特に必要がある場合であっ

て、本人の同意を得ることが困難であると

き。 

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその

委託を受けた者が法令の定める事務を遂行

することに対して協力する必要がある場合で

あって、本人の同意を得ることにより当該事務

（新設） 四 国の機関若しくは地方公共団体又はその

委託を受けた者が法令の定める事務を遂行

することに対して協力する必要がある場合

であって、本人の同意を得ることにより当該
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の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあると

き。 

五 当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、

地方公共団体、法第 76 条第 1 項各号に掲げ

る者、外国政府、外国の政府機関、外国の地

方公共団体、国際機関又は外国において法

第 76 条第 1 項各号に掲げる者に相当する者

により公開されている場合 

（新設） 五 当該要配慮個人情報が、本人、国の機

関、地方公共団体、第 76 条第 1 項各号に掲

げる者その他個人情報保護委員会規則で

定める者により公開されている場合 

（規則第 6 条） 

法第 17 条第 2 項第 5 号の個人情報保護

委員会規則で定める者は、次の各号のいず

れかに該当する者とする。 

一 外国政府、外国の政府機関、外国の地

方公共団体又は国際機関 

二 外国において法第 76 条第 1 項各号に

掲げる者に相当する者 

六 本人を目視し、又は撮影することにより、そ

の外形上明らかな要配慮個人情報を取得す

る場合 

（新設） 六 その他前各号に掲げる場合に準ずるもの

として政令で定める場合 

（令第 7条） 

法第 17 条第 2 項第 6 号の政令で定める

場合は、次に掲げる場合とする。 

一 本人を目視し、又は撮影することにより、

その外形上明らかな要配慮個人情報を

取得する場合 

七 第15条第9項各号に掲げる場合において、 （新設） 二 法第 23 条第 5 項各号に掲げる場合に
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個人データである要配慮個人情報の提供を

受けるとき。 

おいて、個人データである要配慮個人情

報の提供を受けるとき。 

3 前項の規定にかかわらず、電気通信事業者は、

利用者の同意がある場合その他の違法性阻

却事由がある場合を除いては、通信の秘密に

係る個人情報を取得してはならない。 

  

（取得に際しての利用目的の通知等） （取得に際しての利用目的の通知等） （取得に際しての利用目的の通知等） 

第8条 電気通信事業者は、個人情報を取得した

場合は、あらかじめその利用目的を公表している

場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に

通知し、又は公表しなければならない。 

第8条 電気通信事業者は、個人情報を取得した

場合は、あらかじめその利用目的を公表している

場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に

通知し、又は公表するものとする。 

第 18 条 個人情報取扱事業者は、個人情報

を取得した場合は、あらかじめその利用目的

を公表している場合を除き、速やかに、その

利用目的を、本人に通知し、又は公表しなけ

ればならない。 

2 電気通信事業者は、前項の規定にかかわら

ず、本人との間で契約を締結することに伴って

契約書その他の書面（電磁的記録を含む。以下

この項において同じ。）に記載された当該本人の

個人情報を取得する場合その他本人から直接

書面に記載された当該本人の個人情報を取得

する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用

目的を明示しなければならない。ただし、人の生

命、身体又は財産の保護のために緊急に必要

がある場合は、この限りでない。 

2 電気通信事業者は、前項の規定にかかわら

ず、本人との間で契約を締結することに伴って

契約書その他の書面（電子的方式、磁気的方式

その他人の知覚によっては認識することができ

ない方式で作られる記録を含む。以下この項に

おいて同じ。）に記載された当該本人の個人情

報を取得する場合その他本人から直接書面に

記載された当該本人の個人情報を取得する場

合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を

明示するものとする。ただし、人の生命、身体又

は財産の保護のために緊急に必要がある場合

2 個人情報取扱事業者は、前項の規定にか

かわらず、本人との間で契約を締結すること

に伴って契約書その他の書面（電磁的記録

を含む。以下この項において同じ。）に記載さ

れた当該本人の個人情報を取得する場合

その他本人から直接書面に記載された当該

本人の個人情報を取得する場合は、あらか

じめ、本人に対し、その利用目的を明示しな

ければならない。ただし、人の生命、身体又は

財産の保護のために緊急に必要がある場合

は、この限りでない。 
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は、この限りでない。 

3 電気通信事業者は、利用目的を変更した場合

は、変更された利用目的について、本人に通知

し、又は公表しなければならない。 

3 電気通信事業者は、利用目的を変更した場合

は、変更された利用目的について、本人に通知

し、又は公表するものとする。 

3 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更

した場合は、変更された利用目的について、

本人に通知し、又は公表しなければならな

い。 

4 前 3 項の規定は、次に掲げる場合については、

適用しない。  

4 前 3 項の規定は、次に掲げる場合については、

適用しない。 

4 前三項の規定は、次に掲げる場合について

は、適用しない。 

一 利用目的を本人に通知し、又は公表するこ

とにより本人又は第三者の生命、身体、財産

その他の権利利益を害するおそれがある場

合 

一 利用目的を本人に通知し、又は公表するこ

とにより本人又は第三者の生命、身体、財産そ

の他の権利利益を害するおそれがある場合 

一 利用目的を本人に通知し、又は公表す

ることにより本人又は第三者の生命、身

体、財産その他の権利利益を害するおそ

れがある場合 

二 利用目的を本人に通知し、又は公表するこ

とにより当該電気通信事業者の権利又は正

当な利益を害するおそれがある場合 

二 利用目的を本人に通知し、又は公表するこ

とにより当該電気通信事業者の権利又は正

当な利益を害するおそれがある場合 

二 利用目的を本人に通知し、又は公表す

ることにより当該個人情報取扱事業者の

権利又は正当な利益を害するおそれがあ

る場合 

三 国の機関又は地方公共団体が法令の定め

る事務を遂行することに対して協力する必要

がある場合であって、利用目的を本人に通知

し、又は公表することにより当該事務の遂行に

支障を及ぼすおそれがあるとき。 

三 国の機関又は地方公共団体が法令の定め

る事務を遂行することに対して協力する必要

がある場合であって、利用目的を本人に通知

し、又は公表することにより当該事務の遂行に

支障を及ぼすおそれがあるとき。 

三 国の機関又は地方公共団体が法令の

定める事務を遂行することに対して協力

する必要がある場合であって、利用目的

を本人に通知し、又は公表することにより

当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれ

があるとき。 

四 取得の状況からみて利用目的が明らかで

あると認められる場合 

四 取得の状況からみて利用目的が明らかで

あると認められる場合 

四 取得の状況からみて利用目的が明らか

であると認められる場合 
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（正確性の確保） （正確性の確保） （データ内容の正確性の確保等） 

第 9 条 電気通信事業者は、利用目的の達成に

必要な範囲内において、個人情報を正確かつ

最新の内容に保つよう努めなければならない。 

第 9 条 電気通信事業者は、利用目的の達成に

必要な範囲内において、個人情報を正確かつ

最新の内容に保つよう努めるものとする。 

第 19 条 個人情報取扱事業者は、利用目的

の達成に必要な範囲内において、個人デー

タを正確かつ最新の内容に保つとともに、利

用する必要がなくなったときは、当該個人デ

ータを遅滞なく消去するよう努めなければな

らない。 

（保存期間等） （保存期間等） 【再掲】（データ内容の正確性の確保等） 

第 10 条 電気通信事業者は、個人情報（通信の

秘密に係るものを除く。）を取り扱うに当たって

は、利用目的に必要な範囲内で保存期間を定

め、当該保存期間経過後又は利用する必要が

なくなった後は、当該個人情報を遅滞なく消去す

るよう努めなければならない。ただし、次に掲げ

る場合はこの限りでない。 

第10条 電気通信事業者は、個人情報を取り扱う

に当たっては、原則として利用目的に必要な範

囲内で保存期間を定めるものとし、当該保存期

間経過後又は当該利用目的を達成した後は、

当該個人情報を遅滞なく消去するものとする。 

【再掲】 

第 19 条 個人情報取扱事業者は、利用目的

の達成に必要な範囲内において、個人デー

タを正確かつ最新の内容に保つとともに、利

用する必要がなくなったときは、当該個人デ

ータを遅滞なく消去するよう努めなければな

らない。 

 2 前項の規定にかかわらず、電気通信事業者

は、次の各号のいずれかに該当すると認めると

きは、保存期間経過後又は利用目的達成後に

おいても当該個人情報を消去しないことができ

る。 

 

一 法令の規定に基づき、保存しなければなら

ないとき。 

一 法令の規定に基づき、保存しなければなら

ないとき。 

 

二 本人の同意があるとき。 二 本人の同意があるとき。  
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三 電気通信事業者が自己の業務の遂行に

必要な限度で個人情報を保存する場合であ

って、当該個人情報を消去しないことについて

相当な理由があるとき。 

三 電気通信事業者が自己の業務の遂行に

必要な限度で個人情報を保存する場合であ

って、当該個人情報を消去しないことについて

相当な理由があるとき。 

 

四 前 3 号に掲げる場合のほか、当該個人情

報を消去しないことについて特別の理由があ

るとき。 

四 前 3 号に掲げる場合のほか、当該個人情

報を消去しないことについて特別の理由があ

るとき。 

 

2 電気通信事業者は、利用者の同意がある場合

その他の違法性阻却事由がある場合を除いて

は、通信の秘密に係る個人情報を保存してはな

らず、保存が許される場合であっても利用目的

達成後においては、その個人情報を速やかに消

去しなければならない。 

（新設）  

（安全管理措置） （安全管理措置） （安全管理措置） 

第 11 条 電気通信事業者は、その取り扱う個人情

報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人

情報の安全管理のために必要かつ適切な措置

（以下「安全管理措置」という。）を講じなければ

ならない。 

第 11 条 電気通信事業者は、個人情報へのアクセ

スの管理、個人情報の持出し手段の制限、外部

からの不正なアクセスの防止のための措置その

他の個人情報の漏えい、滅失又はき損（以下

「漏えい等」という。）の防止その他の個人情報の

安全管理のために必要かつ適切な措置（以下

「安全管理措置」という。）を講ずるものとする。 

第 20条 個人情報取扱事業者は、その取り扱

う個人データの漏えい、滅失又はき損の防

止その他の個人データの安全管理のために

必要かつ適切な措置を講じなければならな

い。 

（解説に記載） 2 電気通信事業者は、安全管理措置を講ずるに

当たっては、情報通信ネットワーク安全・信頼性
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基準（昭和 62 年郵政省告示第 73 号）等の基準

を活用するものとする。 

（従業者及び委託先の監督） （従業者及び委託先の監督） （従業者の監督） 

第 12 条 電気通信事業者は、その従業者（派遣

労働者を含む。以下同じ。）に個人情報を取り扱

わせるに当たっては、当該個人情報の安全管理

が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ

適切な監督を行わなければならない。 

第 12 条 電気通信事業者は、その従業者（派遣

労働者を含む。以下同じ。）に個人情報を取り扱

わせるに当たっては、当該個人情報の安全管理

が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ

適切な監督を行うものとする。 

第 21 条 個人情報取扱事業者は、その従業

者に個人データを取り扱わせるに当たって

は、当該個人データの安全管理が図られる

よう、当該従業者に対する必要かつ適切な

監督を行わなければならない。 

2 電気通信事業者は、安全管理措置の実施その

他の個人情報の適正な取扱いの確保のため、そ

の従業者に対し、必要な教育研修を実施するよ

う努めなければならない。 

2 電気通信事業者は、安全管理措置の実施その

他の個人情報の適正な取扱いの確保のため、そ

の従業者に対し、必要な教育研修を実施するも

のとする。 

 

  （委託先の監督） 

3 電気通信事業者は、個人情報の取扱いの全部

又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託

された個人情報の安全管理が図られるよう、委

託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を

行わなければならない。 

3 電気通信事業者は、個人情報の取扱いの全部

又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託

された個人情報の安全管理が図られるよう、委

託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を

行うものとする。 

第 22 条 個人情報取扱事業者は、個人デー

タの取扱いの全部又は一部を委託する場合

は、その取扱いを委託された個人データの

安全管理が図られるよう、委託を受けた者に

対する必要かつ適切な監督を行わなければ

ならない。 

（削除） 4 電気通信事業者は、前項の場合は、個人情報

を適正に取り扱うと認められる者を選定し、委託

契約において、安全管理措置、秘密保持、再委

託の条件（再委託を許すかどうか並びに再委託
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を許す場合は再委託先の選定及び再委託先の

監督に関する事項等）、委託契約終了時の個人

情報の取扱い、契約内容が遵守されなかった場

合の措置その他の個人情報の取扱いに関する

事項について適正に定めるものとする。 

（削除） 5 電気通信事業に従事する者及び電気通信事

業者から委託された個人情報の取扱いに係る

業務に従事する者は、その業務に関して知り得

た個人情報の内容をみだりに他人に知らせない

ものとし、また、不当な目的に使用しないものとす

る。その職を退いた後においても同様とする。 

 

（個人情報保護管理者） （個人情報保護管理者）  

第 13 条 電気通信事業者は、個人情報保護管理

者（当該電気通信事業者の個人情報の取扱い

に関する責任者をいう。）を置き、このガイドライン

を遵守するための内部規程の策定、監査体制の

整備及び当該電気通信事業者の個人情報の

取扱いの監督を行わせるよう努めなければなら

ない。 

第 13 条 電気通信事業者は、個人情報保護管理

者（当該電気通信事業者の個人情報の取扱い

に関する責任者をいう。）を置き、このガイドライン

を遵守するための内部規程の策定、監査体制の

整備及び当該電気通信事業者の個人情報の

取扱いの監督を行わせるものとする。 

 

（プライバシーポリシー） （プライバシーポリシー）  

第 14 条 電気通信事業者は、プライバシーポリシ

ー（当該電気通信事業者が個人情報保護を推

進する上での考え方や方針をいう。）を公表する

第 14 条 電気通信事業者は、プライバシーポリシ

ー（当該電気通信事業者が個人情報保護を推

進する上での考え方や方針をいう。）を公表し、

（個人情報保護に関する基本方針（平成 16

年 4 月 2 日閣議決定）） 

6 個人情報取扱事業者等が講ずべき個
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ことが適切である。 これを遵守するものとする。 人情報の保護のための措置に関する基本

的な事項 

（1）個人情報取扱事業者が取り扱う個人

情報に関する事項 

個人情報取扱事業者は、法の規定に

従うほか、２の(2)の①の個人情報保護

委員会のガイドライン、認定個人情報保

護団体の個人情報保護指針等に則し、

例えば、消費者の権利利益を一層保護

する観点から、個人情報保護を推進す

る上での考え方や方針（いわゆる、プラ

イバシーポリシー、プライバシーステート

メント等）を対外的に明確化するなど、

個人情報の保護及び適正かつ効果的

な活用について主体的に取り組むこと

が期待されているところであり、体制の

整備等に積極的に取り組んでいくこと

が求められている。その際、事業の規模

及び性質、個人データの取扱状況等に

応じて、各事業者において適切な取組

が実施されることが重要である。 

2 電気通信事業者は、アプリケーションソフトウェア

（以下「アプリケーション」という。）を提供する場

（新設）  



15 
 

合において、当該アプリケーションの情報取得等

について明確かつ適切に定めたプライバシーポ

リシーを公表することが適切である。 

3 電気通信事業者は、アプリケーション提供サイト

を運営する場合において、当該サイトにおいてア

プリケーションを提供する者に対して、当該アプリ

ケーションの情報取得等について明確かつ適切

に定めたプライバシーポリシーを公表するよう促

すことが適切である。 

（新設）  

（第三者提供の制限） （第三者提供の制限） （第三者提供の制限） 

第 15 条 電気通信事業者は、次に掲げる場合を

除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個

人データを第三者に提供してはならない。 

第 15 条 電気通信事業者は、次の各号のいずれ

かに該当する場合を除くほか、あらかじめ本人の

同意を得ないで、個人情報を第三者に提供しな

いものとする。 

第 23 条 個人情報取扱事業者は、次に掲げ

る場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を

得ないで、個人データを第三者に提供して

はならない。 

一 法令に基づく場合 一 法令に基づく場合 一 法令に基づく場合 

二 人の生命、身体又は財産の保護のために

必要がある場合であって、本人の同意を得る

ことが困難であるとき。 

二 人の生命、身体又は財産の保護のために

必要がある場合であって、本人の同意を得る

ことが困難であるとき。 

二 人の生命、身体又は財産の保護のため

に必要がある場合であって、本人の同意

を得ることが困難であるとき。 

三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の

推進のために特に必要がある場合であって、

本人の同意を得ることが困難であるとき。 

三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の

推進のために特に必要がある場合であって、

本人の同意を得ることが困難であるとき。 

三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育

成の推進のために特に必要がある場合で

あって、本人の同意を得ることが困難であ

るとき。 

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその 四 国の機関若しくは地方公共団体又はその 四 国の機関若しくは地方公共団体又はそ
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委託を受けた者が法令の定める事務を遂行

することに対して協力する必要がある場合で

あって、本人の同意を得ることにより当該事務

の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

委託を受けた者が法令の定める事務を遂行

することに対して協力する必要がある場合で

あって、本人の同意を得ることにより当該事務

の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

の委託を受けた者が法令の定める事務を

遂行することに対して協力する必要があ

る場合であって、本人の同意を得ることに

より当該事務の遂行に支障を及ぼすおそ

れがあるとき。 

2 電気通信事業者は、第三者に提供される個人

データ（要配慮個人情報を除く。以下この項にお

いて同じ。）について、本人の求めに応じて当該

本人が識別される個人データの第三者への提

供を停止することとしている場合であって、次に

掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知

し、又は本人が容易に知り得る状態に置くととも

に、法第23条第2項の規定により個人情報保護

委員会に届け出たときは、前項の規定にかかわ

らず、当該個人データを第三者に提供すること

ができる。  

2 電気通信事業者は、第三者に提供される個人

情報について、本人の求めに応じて当該本人が

識別される個人情報の第三者への提供を停止

することとしている場合であって、次に掲げる事

項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本

人が容易に知り得る状態に置いているときは、

前項の規定にかかわらず、当該個人情報を第

三者に提供することができる。 

2 個人情報取扱事業者は、第三者に提供さ

れる個人データ（要配慮個人情報を除く。以

下この項において同じ。）について、本人の求

めに応じて当該本人が識別される個人デー

タの第三者への提供を停止することとしてい

る場合であって、次に掲げる事項について、

個人情報保護委員会規則で定めるところに

より、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が

容易に知り得る状態に置くとともに、個人情

報保護委員会に届け出たときは、前項の規

定にかかわらず、当該個人データを第三者

に提供することができる。 

一 第三者への提供を利用目的とすること。 一 第三者への提供を利用目的とすること。 一 第三者への提供を利用目的とするこ

と。 

二 第三者に提供される個人データの項目 二 第三者に提供される個人情報の項目 二 第三者に提供される個人データの項目 

三 第三者への提供の方法 三 第三者への提供の手段又は方法 三 第三者への提供の方法 

四 本人の求めに応じて当該本人が識別され

る個人データの第三者への提供を停止する

四 本人の求めに応じて当該本人が識別され

る個人情報の第三者への提供を停止するこ

四 本人の求めに応じて当該本人が識別さ

れる個人データの第三者への提供を停止
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こと。 と。 すること。 

五 本人の求めを受け付ける方法 （新設） 五 本人の求めを受け付ける方法 

3 電気通信事業者は、前項第 2 号、第 3 号又は

第 5 号に掲げる事項を変更する場合は、変更す

る内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は

本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人

情報保護委員会に届け出なければならない。 

3 電気通信事業者は、前項第 2 号又は第 3号に

掲げる事項を変更する場合は、変更する内容に

ついて、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が

容易に知り得る状態に置くものとする。 

3 個人情報取扱事業者は、前項第 2 号、第 3

号又は第 5号に掲げる事項を変更する場合

は、変更する内容について、個人情報保護

委員会規則で定めるところにより、あらかじ

め、本人に通知し、又は本人が容易に知り得

る状態に置くとともに、個人情報保護委員会

に届け出なければならない。 

4 前 2 項の規定による通知又は容易に知り得る

状態に置く措置は、次に掲げるところにより、行う

ものとする。 

（新設） （規則第 7条）  

1 法第 23 条第 2 項又は第 3項の規定による

通知又は容易に知り得る状態に置く措置は、

次に掲げるところにより、行うものとする。 

一 第三者に提供される個人データによって識

別される本人（次号において「本人」という。）

が当該提供の停止を求めるのに必要な期間

をおくこと。 

（新設） 一 第三者に提供される個人データによっ

て識別される本人（次号において「本人」

という。）が当該提供の停止を求めるのに

必要な期間をおくこと。 

二 本人が第 15条第2項各号に掲げる事項を

確実に認識できる適切かつ合理的な方法に

よること。 

（新設） 二 本人が法第 23 条第 2 項各号に掲げる

事項を確実に認識できる適切かつ合理

的な方法によること。 

5 第2項又は第3項の規定による届出は、次に掲

げる方法のいずれかにより行わなければならな

い。 

（新設） （規則第 7条） 

2 法第 23 条第 2項又は第 3項の規定による

届出は、次に掲げる方法のいずれかにより行
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わなければならない。 

一 個人情報保護委員会が定めるところによ

り、電子情報処理組織（個人情報保護委員会

の使用に係る電子計算機と届出を行う者の

使用に係る電子計算機とを電気通信回線で

接続した電子情報処理組織をいう。）を使用

する方法 

（新設） 一 個人情報保護委員会が定めるところに

より、電子情報処理組織（個人情報保護

委員会の使用に係る電子計算機と届出

を行う者の使用に係る電子計算機とを電

気通信回線で接続した電子情報処理組

織をいう。）を使用する方法 

二 個人情報の保護に関する法律施行規則

（平成 28 年個人情報保護委員会規則第 3

号。以下「規則」という。）別記様式第 1 による

届出書及び当該届出書に記載すべき事項を

記録した光ディスク（これに準ずる方法により

一定の事項を確実に記録しておくことができ

る物を含む。以下「光ディスク等」という。）を提

出する方法 

（新設） 二 別記様式第 1による届出書及び当該届

出書に記載すべき事項を記録した光ディ

スク（これに準ずる方法により一定の事項

を確実に記録しておくことができる物を含

む。以下「光ディスク等」という。）を提出す

る方法 

6 電気通信事業者が、代理人によって第 2 項又

は第 3項の規定による届出を行う場合には、規

則別記様式第2によるその権限を証する書面を

個人情報保護委員会に提出しなければならな

い。 

（新設） （規則第 7条） 

3 個人情報取扱事業者が、代理人によって法

第 23 条第 2項又は第 3項の規定による届

出を行う場合には、別記様式第 2によるその

権限を証する書面（電磁的記録を含む。以

下同じ。）を個人情報保護委員会に提出しな

ければならない。 

7 前各項の規定にかかわらず、電気通信事業者 （新設）  
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は、利用者の同意がある場合その他の違法性

阻却事由がある場合を除いては、通信の秘密に

係る個人情報を第三者に提供してはならない。 

8 電気通信事業者は、法第 23条第４項の規定に

よる公表がされた後、速やかに、インターネットの

利用その他の適切な方法により、第 2 項に掲げ

る事項（同項第 2 号、第 3号又は第 5 号に掲げ

る事項に変更があったときは、変更後の当該各

号に掲げる事項）を公表するものとする。 

（新設） （規則第 10 条） 個人情報取扱事業者は、法

第 23 条第 4項の規定による公表がされた

後、速やかに、インターネットの利用その他の

適切な方法により、同条第2項に掲げる事項

（同項第2号、第 3号又は第5号に掲げる事

項に変更があったときは、変更後の当該各

号に掲げる事項）を公表するものとする。 

9 次に掲げる場合において、当該個人データの

提供を受ける者は、前各項の規定の適用につい

ては、第三者に該当しないものとする。 

4 次に掲げる場合において、当該個人情報の提

供を受ける者は、前 3 項の規定の適用について

は、第三者に該当しないものとする。 

5 次に掲げる場合において、当該個人データ

の提供を受ける者は、前各項の規定の適用

については、第三者に該当しないものとする。 

一 電気通信事業者が利用目的の達成に必

要な範囲内において個人データの取扱いの

全部又は一部を委託することに伴って当該個

人データが提供される場合 

一 電気通信事業者が利用目的の達成に必

要な範囲内において個人情報の取扱いの全

部又は一部を委託する場合 

一 個人情報取扱事業者が利用目的の達

成に必要な範囲内において個人データの

取扱いの全部又は一部を委託することに

伴って当該個人データが提供される場合 

二 合併その他の事由による事業の承継に伴

って個人データが提供される場合 

二 合併その他の事由による事業の承継に伴

って個人情報が提供される場合 

二 合併その他の事由による事業の承継に

伴って個人データが提供される場合 

三 特定の者との間で共同して利用される個

人データが当該特定の者に提供される場合

であって、その旨並びに共同して利用される

個人データの項目、共同して利用する者の範

三 個人情報を特定の者との間で共同して利

用する場合であって、その旨並びに共同して

利用される個人情報の項目、共同して利用す

る者の範囲、利用する者の利用目的及び当

三 特定の者との間で共同して利用される

個人データが当該特定の者に提供される

場合であって、その旨並びに共同して利

用される個人データの項目、共同して利
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囲、利用する者の利用目的及び当該個人デ

ータの管理について責任を有する者の氏名

又は名称について、あらかじめ、本人に通知

し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて

いるとき。 

該個人情報の管理について責任を有する者

の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に

通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置

いているとき。 

用する者の範囲、利用する者の利用目的

及び当該個人データの管理について責任

を有する者の氏名又は名称について、あら

かじめ、本人に通知し、又は本人が容易に

知り得る状態に置いているとき。 

10 電気通信事業者は、前項第3号に規定する利

用する者の利用目的又は個人データの管理に

ついて責任を有する者の氏名若しくは名称を変

更する場合は、変更する内容について、あらかじ

め、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る

状態に置かなければならない。 

5 電気通信事業者は、前項第 3号に規定する利

用する者の利用目的又は個人情報の管理につ

いて責任を有する者の氏名若しくは名称を変更

する場合は、変更する内容について、あらかじめ、

本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態

に置くものとする。 

6 個人情報取扱事業者は、前項第 3号に規

定する利用する者の利用目的又は個人デ

ータの管理について責任を有する者の氏名

若しくは名称を変更する場合は、変更する内

容について、あらかじめ、本人に通知し、又は

本人が容易に知り得る状態に置かなければ

ならない。 

（削除） 6 電気通信事業者は、個人情報を第三者に提供

するに当たっては、通信の秘密の保護に係る電

気通信事業法第 4 条その他の関連規定を遵守

するものとする。 

 

（外国にある第三者への提供の制限） （新設） （外国にある第三者への提供の制限） 

第 16 条 電気通信事業者は、外国（本邦の域外

にある国又は地域をいう。以下同じ。）にある第

三者（個人データの取扱いについて法第 4 章第

1 節の規定により個人情報取扱事業者が講ずべ

きこととされている措置に相当する措置を継続

的に講ずるために必要なものとして次項に定め

（新設） 第24条 個人情報取扱事業者は、外国（本邦

の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。）

（個人の権利利益を保護する上で我が国と

同等の水準にあると認められる個人情報の

保護に関する制度を有している外国として

個人情報保護委員会規則で定めるものを
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る基準に適合する体制を整備している者を除く。

以下この条において同じ。）に個人データを提供

する場合には、前条第 1 項各号に掲げる場合を

除くほか、あらかじめ外国にある第三者への提供

を認める旨の本人の同意を得なければならな

い。この場合においては、同条の規定は、適用し

ない。 

除く。以下この条において同じ。）にある第三

者（個人データの取扱いについてこの節の規

定により個人情報取扱事業者が講ずべきこ

ととされている措置に相当する措置を継続

的に講ずるために必要なものとして個人情

報保護委員会規則で定める基準に適合す

る体制を整備している者を除く。以下この条

において同じ。）に個人データを提供する場

合には、前条第 1 項各号に掲げる場合を除く

ほか、あらかじめ外国にある第三者への提供

を認める旨の本人の同意を得なければなら

ない。この場合においては、同条の規定は、

適用しない。 

2 個人データの取扱いについて法第 4章第 1 節

の規定により個人情報取扱事業者が講ずべき

こととされている措置に相当する措置を継続的

に講ずるために必要な措置として定める基準

は、次の各号のいずれかに該当することとする。 

（新設） （規則第 11 条）  

法第24条の個人情報保護委員会規則で定

める基準は、次の各号のいずれかに該当す

ることとする。 

一 電気通信事業者と個人データの提供を受

ける者との間で、当該提供を受ける者におけ

る当該個人データの取扱いについて、適切か

つ合理的な方法により、法第 4 章第 1 節の規

定の趣旨に沿った措置の実施が確保されて

（新設） 一 個人情報取扱事業者と個人データの

提供を受ける者との間で、当該提供を受

ける者における当該個人データの取扱い

について、適切かつ合理的な方法により、

法第 4 章第 1 節の規定の趣旨に沿った措
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いること。 置の実施が確保されていること。 

二 個人データの提供を受ける者が、個人情

報の取扱いに係る国際的な枠組みに基づく

認定を受けていること。 

（新設） 二 個人データの提供を受ける者が、個人

情報の取扱いに係る国際的な枠組みに

基づく認定を受けていること。 

（第三者提供に係る記録の作成等） （新設） （第三者提供に係る記録の作成等） 

第 17 条 電気通信事業者は、個人データを第三

者（法第2条第5項各号に掲げる者を除く。以下

この条及び次条において同じ。）に提供したとき

は、文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用い

て作成する方法により、次の各号に掲げる場合

の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項

に関する記録を作成しなければならない。ただ

し、当該個人データの提供が第 15条第 1項各号

又は第 9 項各号のいずれか（前条の規定による

個人データの提供にあっては、第 15 条第 1 項各

号のいずれか）に該当する場合は、この限りでな

い。 

（新設） 第 25 条 個人情報取扱事業者は、個人デー

タを第三者（第2条第5項各号に掲げる者を

除く。以下この条及び次条において同じ。）に

提供したときは、個人情報保護委員会規則

で定めるところにより、当該個人データを提

供した年月日、当該第三者の氏名又は名称

その他の個人情報保護委員会規則で定め

る事項に関する記録を作成しなければなら

ない。ただし、当該個人データの提供が第 23

条第 1 項各号又は第 5 項各号のいずれか

（前条の規定による個人データの提供にあっ

ては、第23条第1項各号のいずれか）に該当

する場合は、この限りでない。 

（規則第 12 条） 

1 法第 25 条第 1 項の規定による同項の記録

を作成する方法は、文書、電磁的記録又はマイ

クロフィルムを用いて作成する方法とする。 

（規則第 13 条）  
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1 法第25条第 1項の個人情報保護委員会規

則で定める事項は、次の各号に掲げる場合

の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める

事項とする。 

一 第15条第2項の規定により個人データを第

三者に提供した場合 次のイからニまでに掲

げる事項 

（新設） 一 法第23条第2項の規定により個人デー

タを第三者に提供した場合 次のイから

ニまでに掲げる事項 

イ 当該個人データを提供した年月日 （新設） イ 当該個人データを提供した年月日 

ロ 当該第三者の氏名又は名称その他の当

該第三者を特定するに足りる事項（不特定

かつ多数の者に対して提供したときは、そ

の旨） 

（新設） ロ 当該第三者の氏名又は名称その他

の当該第三者を特定するに足りる事項

（不特定かつ多数の者に対して提供し

たときは、その旨） 

ハ 当該個人データによって識別される本人

の氏名その他の当該本人を特定するに足

りる事項 

（新設） ハ 当該個人データによって識別される

本人の氏名その他の当該本人を特定

するに足りる事項 

ニ 当該個人データの項目 （新設） ニ 当該個人データの項目 

二 第 15 条第 1 項又は第 16 条の規定により個

人データを第三者に提供した場合 次のイ

及びロに掲げる事項 

（新設） 二 法第23条第 1項又は法第24条の規定

により個人データを第三者に提供した場

合 次のイ及びロに掲げる事項 

イ 第 15条第 1項又は第 16条の本人の同意

を得ている旨 

（新設） イ 法第 23条第 1項又は法第 24条の本

人の同意を得ている旨 

ロ 前号ロからニまでに掲げる事項 （新設） ロ 前号ロからニまでに掲げる事項 

2 前項各号に定める事項のうち、既に前項、次項 （新設） （規則第 13 条）  
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及び第 4 項に規定する方法により作成した第 1

項の記録（当該記録を保存している場合におけ

るものに限る。）に記録されている事項と内容が

同一であるものについては、第 1 項の当該事項

の記録を省略することができる。 

2 前項各号に定める事項のうち、既に前条に

規定する方法により作成した法第 25 条第 1

項の記録（当該記録を保存している場合に

おけるものに限る。）に記録されている事項と

内容が同一であるものについては、法第 25

条第 1 項の当該事項の記録を省略すること

ができる。 

3 第 1項の記録は、個人データを第三者に提供し

た都度、速やかに作成しなければならない。ただ

し、当該第三者に対し個人データを継続的に若

しくは反復して提供（第 15条第2項の規定による

提供を除く。以下この項において同じ。）したとき、

又は当該第三者に対し個人データを継続的に

若しくは反復して提供することが確実であると見

込まれるときの記録は、一括して作成することが

できる。 

（新設） （規則第 12 条） 

2 法第 25 条第 1 項の記録は、個人データを

第三者（同項に規定する第三者をいう。以下

この条、次条及び第 15 条から第 17 条までに

おいて同じ。）に提供した都度、速やかに作成

しなければならない。ただし、当該第三者に

対し個人データを継続的に若しくは反復して

提供（法第 23 条第 2 項の規定による提供を

除く。以下この項において同じ。）したとき、又

は当該第三者に対し個人データを継続的に

若しくは反復して提供することが確実である

と見込まれるときの記録は、一括して作成す

ることができる。 

4 前項の規定にかかわらず、第 15 条第 1 項又は

第 16 条の規定により、本人に対する物品又は役

務の提供に関連して当該本人に係る個人デー

（新設） （規則第 12 条第 3項） 

3 前項の規定にかかわらず、法第 23 条第 1

項又は法第 24 条の規定により、本人に対す



25 
 

タを第三者に提供した場合において、当該提供

に関して作成された契約書その他の書面に第 1

項各号に定める事項が記載されているときは、

当該書面をもって第 1 項の当該事項に関する記

録に代えることができる。 

る物品又は役務の提供に関連して当該本

人に係る個人データを第三者に提供した場

合において、当該提供に関して作成された

契約書その他の書面に次条第1項各号に定

める事項が記載されているときは、当該書面

をもって法第 25 条第 1 項の当該事項に関す

る記録に代えることができる。 

5 電気通信事業者は、第1項の記録を、当該記録

を作成した日から次の各号に掲げる場合の区

分に応じて、それぞれ当該各号に定める期間保

存しなければならない。 

（新設） 第 25 条 

2 個人情報取扱事業者は、前項の記録を、当

該記録を作成した日から個人情報保護委員

会規則で定める期間保存しなければならな

い。 

（規則第 14条第 1項） 法第 25条第 2項の個

人情報保護委員会規則で定める期間は、次

の各号に掲げる場合の区分に応じて、それ

ぞれ当該各号に定める期間とする。 

一 第 4 項に規定する方法により記録を作成し

た場合 最後に当該記録に係る個人データ

の提供を行った日から起算して 1 年を経過す

る日までの間 

（新設） 一 第 12 条第 3項に規定する方法により記

録を作成した場合 最後に当該記録に

係る個人データの提供を行った日から起

算して 1 年を経過する日までの間 

二 第 3 項ただし書に規定する方法により記録

を作成した場合 最後に当該記録に係る個

人データの提供を行った日から起算して 3年

（新設） 二 第 12条第2項ただし書に規定する方法

により記録を作成した場合 最後に当該

記録に係る個人データの提供を行った日
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を経過する日までの間 から起算して 3年を経過する日までの間 

三 前 2 号以外の場合 3 年 （新設） 三 前 2 号以外の場合 3 年 

（第三者提供を受ける際の確認等） （新設） （第三者提供を受ける際の確認等） 

第 18 条 電気通信事業者は、第三者から個人デ

ータの提供を受けるに際しては、次の各号に掲

げる事項に応じ、それぞれ当該各号に定める方

法による確認を行わなければならない。ただし、

当該個人データの提供が第 15 条第 1 項各号又

は第 9 項各号のいずれかに該当する場合は、こ

の限りでない。 

（新設） 第 26 条 個人情報取扱事業者は、第三者か

ら個人データの提供を受けるに際しては、個

人情報保護委員会規則で定めるところによ

り、次に掲げる事項の確認を行わなければ

ならない。ただし、当該個人データの提供が

第 23 条第 1 項各号又は第 5 項各号のいず

れかに該当する場合は、この限りでない。 

一 当該第三者の氏名又は名称及び住所並

びに法人にあっては、その代表者（法人でな

い団体で代表者又は管理人の定めのあるも

のにあっては、その代表者又は管理人）の氏

名（第 3 号に掲げる事項に該当するものを除

く。） 当該個人データを提供する当該第三

者から申告を受ける方法その他の適切な方

法 

（新設） 第 26 条第 1 項 

一 当該第三者の氏名又は名称及び住

所並びに法人にあっては、その代表者

（法人でない団体で代表者又は管理人

の定めのあるものにあっては、その代表

者又は管理人）の氏名 

（規則第 15 条）  

1 法第 26 条第 1 項の規定による同項第 1 号

に掲げる事項の確認を行う方法は、個人

データを提供する第三者から申告を受け

る方法その他の適切な方法とする。 

二 当該第三者による当該個人データの取得

の経緯（次号に掲げる事項に該当するものを

（新設） 第 26 条第 1 項 

二 当該第三者による当該個人データの取
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除く。） 当該個人データを提供する当該第

三者から当該第三者による当該個人データ

の取得の経緯を示す契約書その他の書面の

提示を受ける方法その他の適切な方法 

得の経緯 

（規則第 15 条） 

2 法第 26 条第 1 項の規定による同項第 2

号に掲げる事項の確認を行う方法は、個

人データを提供する第三者から当該第三

者による当該個人データの取得の経緯を

示す契約書その他の書面の提示を受ける

方法その他の適切な方法とする。 

三 当該第三者から他の個人データの提供を

受けるに際して既に前2号で規定する方法に

よる確認（当該確認について次条に規定する

方法による記録の作成及び保存をしている場

合におけるものに限る。）を行っている事項 

当該事項の内容と当該提供に係る第 18 条第

1項各号に掲げる事項の内容が同一であるこ

との確認を行う方法 

（新設） （規則第 15 条） 

3 前 2 項の規定にかかわらず、第三者から

他の個人データの提供を受けるに際して

既に前 2 項で規定する方法による確認

（当該確認について次条に規定する方法

による記録の作成及び保存をしている場

合におけるものに限る。）を行っている事項

の確認を行う方法は、当該事項の内容と

当該提供に係る法第 26 条第 1 項各号に

掲げる事項の内容が同一であることの確

認を行う方法とする。 

2 前項の第三者は、電気通信事業者が同項の規

定による確認を行う場合において、当該電気通

信事業者に対して、当該確認に係る事項を偽っ

てはならない。 

（新設） 第 26 条 

2 前項の第三者は、個人情報取扱事業者が

同項の規定による確認を行う場合において、

当該個人情報取扱事業者に対して、当該確
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認に係る事項を偽ってはならない。 

3 電気通信事業者は、第 1 項の規定による確認

を行ったときは、文書、電磁的記録又はマイクロフ

ィルムを用いて作成する方法により、次の各号に

掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に

定める事項に関する記録を作成しなければなら

ない。 

（新設） 第 26 条 

3 個人情報取扱事業者は、第 1項の規定によ

る確認を行ったときは、個人情報保護委員

会規則で定めるところにより、当該個人デー

タの提供を受けた年月日、当該確認に係る

事項その他の個人情報保護委員会規則で

定める事項に関する記録を作成しなければ

ならない。 

（規則第 16 条）  

1 法第 26 条第 3項の規定による同項の記録

を作成する方法は、文書、電磁的記録又は

マイクロフィルムを用いて作成する方法とす

る。 

（規則第 17 条）  

1 法第 26 条第 3項の個人情報保護委員会

規則で定める事項は、次の各号に掲げる場

合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定め

る事項とする。 

一 電気通信事業者が第15条第2項の規定に

より個人データの提供を受けた場合 次のイ

からホまでに掲げる事項 

（新設） 一 個人情報取扱事業者が法第 23 条第 2

項の規定により個人データの提供を受け

た場合 次のイからホまでに掲げる事項 
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イ 個人データの提供を受けた年月日 （新設） イ 個人データの提供を受けた年月日 

ロ 第 1 項各号に掲げる事項 （新設） ロ 法第 26 条第 1 項各号に掲げる事項 

ハ 当該個人データによって識別される本人

の氏名その他の当該本人を特定するに足

りる事項 

（新設） ハ 当該個人データによって識別される

本人の氏名その他の当該本人を特定

するに足りる事項 

ニ 当該個人データの項目 （新設） ニ 当該個人データの項目 

ホ 法第 23 条第 4 項の規定により公表され

ている旨 

（新設） ホ 法第 23条第 4項の規定により公表さ

れている旨 

二 電気通信事業者が第15条第 1項又は第16

条の規定による個人データの提供を受けた

場合 次のイ及びロに掲げる事項 

（新設） 二 個人情報取扱事業者が法第 23 条第 1

項又は法第 24 条の規定による個人デー

タの提供を受けた場合 次のイ及びロに

掲げる事項 

イ 第 15条第 1項又は第 16条の本人の同意

を得ている旨 

（新設） イ 法第 23条第 1項又は法第 24条の本

人の同意を得ている旨 

ロ 前号ロからニまでに掲げる事項 （新設） ロ 前号ロからニまでに掲げる事項 

三 第三者（個人情報取扱事業者に該当する

者を除く。）から個人データの提供を受けた場

合 第 1 号ロからニまでに掲げる事項 

（新設） 三 第三者（個人情報取扱事業者に該当

する者を除く。）から個人データの提供を受

けた場合 第 1 号ロからニまでに掲げる

事項 

4 前項各号に定める事項のうち、既に前項、次項

及び第 6 項に規定する方法により作成した前項

の記録（当該記録を保存している場合における

ものに限る。）に記録された事項と内容が同一で

（新設） （規則第 17 条） 

2 前項各号に定める事項のうち、既に前条

に規定する方法により作成した法 26 条第

3項の記録（当該記録を保存している場合
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あるものについては、同項の当該事項の記録を

省略することができる。 

におけるものに限る。）に記録された事項

と内容が同一であるものについては、法26

条第 3項の当該事項の記録を省略するこ

とができる。 

5 第 3 項の記録は、第三者から個人データの提

供を受けた都度、速やかに作成しなければなら

ない。ただし、当該第三者から継続的に若しくは

反復して個人データの提供（第 15条第2項の規

定による提供を除く。以下この条において同じ。）

を受けたとき、又は当該第三者から継続的に若

しくは反復して個人データの提供を受けることが

確実であると見込まれるときの記録は、一括し

て作成することができる。 

（新設） （規則第 16 条） 

2 法第 26 条第 3項の記録は、第三者から

個人データの提供を受けた都度、速やか

に作成しなければならない。ただし、当該

第三者から継続的に若しくは反復して個

人データの提供（法第23条第2項の規定

による提供を除く。以下この条において同

じ。）を受けたとき、又は当該第三者から継

続的に若しくは反復して個人データの提

供を受けることが確実であると見込まれ

るときの記録は、一括して作成することが

できる。 

6 前項の規定にかかわらず、本人に対する物品

又は役務の提供に関連して第三者から当該本

人に係る個人データの提供を受けた場合にお

いて、当該提供に関して作成された契約書その

他の書面に第 3項各号に定める事項が記載さ

れているときは、当該書面をもって同項の当該

事項に関する記録に代えることができる。 

（新設） （規則第 16 条） 

3 前項の規定にかかわらず、本人に対する

物品又は役務の提供に関連して第三者

から当該本人に係る個人データの提供を

受けた場合において、当該提供に関して

作成された契約書その他の書面に次条

第 1 項各号に定める事項が記載されてい
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るときは、当該書面をもって法第 26 条第 3

項の当該事項に関する記録に代えること

ができる。 

7 電気通信事業者は、第 3 項の記録を、当該記

録を作成した日から次の各号に掲げる場合の

区分に応じて、それぞれ当該各号に定める期間

保存しなければならない。 

（新設） 第 26 条 

4 個人情報取扱事業者は、前項の記録を、当

該記録を作成した日から個人情報保護委員

会規則で定める期間保存しなければならな

い。 

（規則第 18 条）  

法第 26条第 4項の個人情報保護委員

会規則で定める期間は、次の各号に掲げ

る場合の区分に応じて、それぞれ当該各

号に定める期間とする。 

一 第 6 項に規定する方法により記録を作成し

た場合 最後に当該記録に係る個人データ

の提供を受けた日から起算して 1 年を経過す

る日までの間 

（新設） 一 第 16 条第 3項に規定する方法により記

録を作成した場合 最後に当該記録に

係る個人データの提供を受けた日から起

算して 1 年を経過する日までの間 

二 第 5 項ただし書に規定する方法により記録

を作成した場合 最後に当該記録に係る個

人データの提供を受けた日から起算して 3年

を経過する日までの間 

（新設） 二 第 16条第2項ただし書に規定する方法

により記録を作成した場合 最後に当該

記録に係る個人データの提供を受けた日

から起算して 3年を経過する日までの間 

三 前 2 号以外の場合 3 年 （新設） 三 前 2 号以外の場合 3 年 

（保有個人データに関する事項の公表等） （個人情報に関する事項の公表等） （保有個人データに関する事項の公表等） 
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第 19 条 電気通信事業者は、保有個人データに

関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る

状態（本人の求めに応じて遅滞なく回答する場

合を含む。）に置かなければならない。 

第 16条 電気通信事業者は、個人情報に関し、次

に掲げる事項について、本人の知り得る状態（本

人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含

む。）に置くものとする。 

第 27 条 個人情報取扱事業者は、保有個人

データに関し、次に掲げる事項について、本

人の知り得る状態（本人の求めに応じて遅滞

なく回答する場合を含む。）に置かなければ

ならない。 

一 当該電気通信事業者の氏名又は名称 一 当該電気通信事業者の氏名又は名称 一 当該個人情報取扱事業者の氏名又は

名称 

二 全ての保有個人データの利用目的（第8条

第4項第 1号から第 3号までに該当する場合

を除く。） 

二 すべての個人情報の利用目的（第 8条第 4

項第 1号から第 3号までに該当する場合を除

く。） 

二 全ての保有個人データの利用目的（第

18 条第 4項第 1 号から第 3号までに該当

する場合を除く。） 

三 次項の規定による求め又は次条第 1 項、第

21条第 1項若しくは第22条第 1項若しくは第3

項の規定による請求に応じる手続（第25条第

2 項の規定により手数料の額を定めたときは、

その手数料の額を含む。） 

三 次項又は次条第 1項若しくは第 3項の規定

による求めに応じる手続（第 2０条第 2項の規

定により手数料の額を定めたときは、その手

数料の額を含む。） 

三 次項の規定による求め又は次条第 1

項、第 29 条第 1 項若しくは第 30 条第 1 項

若しくは第 3項の規定による請求に応じる

手続（第 33 条第 2 項の規定により手数料

の額を定めたときは、その手数料の額を含

む。） 

四 当該電気通信事業者が行う保有個人デー

タの取扱いに関する苦情の申出先 

四 当該電気通信事業者が行う個人情報の取

扱いに関する苦情の申出先 

四 前三号に掲げるもののほか、保有個人

データの適正な取扱いの確保に関し必要

な事項として政令で定めるもの 

（令第 8 条）  

法第二十七条第一項第四号の政令で

定めるものは、次に掲げるものとする。  

一 当該個人情報取扱事業者が行う保
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有個人データの取扱いに関する苦情の

申出先  

五 当該電気通信事業者が認定個人情報保

護団体の対象事業者である場合にあっては、

当該認定個人情報保護団体の名称及び苦

情の解決の申出先 

五 当該電気通信事業者が認定個人情報保

護団体（個人情報の保護に関する法律第 37

条第 1 項の認定を受けた者をいう。以下同

じ。）の対象事業者である場合にあっては、当

該認定個人情報保護団体の名称及び苦情

の解決の申出先 

（令第 8 条） 

二 当該個人情報取扱事業者が認定個

人情報保護団体の対象事業者である

場合にあっては、当該認定個人情報保

護団体の名称及び苦情の解決の申出

先 

2 電気通信事業者は、本人から、当該本人が識

別される保有個人データの利用目的の通知を

求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを

通知しなければならない。ただし、次の各号のい

ずれかに該当する場合は、この限りでない。 

2 電気通信事業者は、本人から、当該本人が識

別される個人情報の利用目的の通知を求めら

れたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知す

るものとする。ただし、次の各号のいずれかに該

当する場合は、この限りでない。 

2 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本

人が識別される保有個人データの利用目

的の通知を求められたときは、本人に対し、

遅滞なく、これを通知しなければならない。た

だし、次の各号のいずれかに該当する場合

は、この限りでない。 

一 前項の規定により当該本人が識別される

保有個人データの利用目的が明らかな場合 

一 前項の規定により当該本人が識別される

個人情報の利用目的が明らかな場合 

一 前項の規定により当該本人が識別され

る保有個人データの利用目的が明らかな

場合 

二 第8条第4項第 1号から第3号までに該当

する場合 

二 第8条第4項第 1号から第3号までに該当

する場合 

二 第 18条第 4項第 1号から第 3号までに

該当する場合 

3 電気通信事業者は、前項の規定に基づき求め

られた保有個人データの利用目的を通知しない

旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、そ

の旨を通知しなければならない。 

3 電気通信事業者は、前項の規定に基づき求め

られた個人情報の利用目的を通知しない旨の

決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨

を通知するものとする。 

3 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基

づき求められた保有個人データの利用目的

を通知しない旨の決定をしたときは、本人に

対し、遅滞なく、その旨を通知しなければなら
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ない。 

（開示） （個人情報の開示及び訂正等） （開示） 

第 20 条 本人は、電気通信事業者に対し、当該

本人が識別される保有個人データの開示を請

求することができる。 

（新設） 第 28 条 本人は、個人情報取扱事業者に対

し、当該本人が識別される保有個人データ

の開示を請求することができる。 

2 電気通信事業者は、前項の規定による請求を

受けたときは、本人に対し、書面の交付による方

法（開示の請求を行った者が同意した方法があ

るときは、当該方法）により、遅滞なく、当該保有

個人データを開示しなければならない。ただし、

開示することにより次の各号のいずれかに該当

する場合は、その全部又は一部を開示しないこ

とができる。 

 

第 17条 電気通信事業者は、本人から、当該本人

が識別される個人情報の開示（当該本人が識

別される個人情報が存在しないときにその旨を

知らせることを含む。以下同じ。）を求められたと

きは、本人に対し、書面の交付による方法（開示

の求めを行った者が同意した方法があるときは、

当該方法）により、遅滞なく、当該個人情報を開

示するものとする。ただし、開示することにより次

の各号のいずれかに該当する場合は、その全部

又は一部について開示しないことができる。 

2 個人情報取扱事業者は、前項の規定によ

る請求を受けたときは、本人に対し、政令で

定める方法により、遅滞なく、当該保有個人

データを開示しなければならない。ただし、開

示することにより次の各号のいずれかに該当

する場合は、その全部又は一部を開示しな

いことができる。 

 （令第 9 条）  

  法第28条第2項の政令で定める方法は、

書面の交付による方法(開示の請求を行った

者が同意した方法があるときは、当該方法)

とする。 

一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他

の権利利益を害するおそれがある場合 

 

一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他

の権利利益を害するおそれがある場合 

一 本人又は第三者の生命、身体、財産そ

の他の権利利益を害するおそれがある場

合 
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二 当該電気通信事業者の業務の適正な実

施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 

二 当該電気通信事業者の業務の適正な実

施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 

二 当該個人情報取扱事業者の業務の適

正な実施に著しい支障を及ぼすおそれが

ある場合 

三 法令（法、個人情報の保護に関する法律施

行令（平成 15年政令第507号）及び規則を除

く。第４項及び第 21 条第 2項において同じ。）

に違反することとなる場合 

三 他の法令に違反することとなる場合 三 他の法令に違反することとなる場合 

3 電気通信事業者は、第 1 項の規定による請求

に係る保有個人データの全部又は一部につい

て開示しない旨の決定をしたとき又は当該保有

個人データが存在しないときは、本人に対し、遅

滞なく、その旨を通知しなければならない。 

2 電気通信事業者は、前項の規定に基づき求め

られた個人情報の全部又は一部について開示

しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞

なく、その旨を通知するものとする。 

3 個人情報取扱事業者は、第 1項の規定によ

る請求に係る保有個人データの全部又は一

部について開示しない旨の決定をしたとき又

は当該保有個人データが存在しないときは、

本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなけれ

ばならない。 

4 法令の規定により、本人に対し第 2項本文に規

定する方法に相当する方法により当該本人が

識別される保有個人データの全部又は一部を

開示することとされている場合には、当該全部

又は一部の保有個人データについては、第 1 項

及び第 2 項の規定は、適用しない。 

（新設） 4 他の法令の規定により、本人に対し第 2 項

本文に規定する方法に相当する方法により

当該本人が識別される保有個人データの

全部又は一部を開示することとされている

場合には、当該全部又は一部の保有個人デ

ータについては、第 1 項及び第 2 項の規定

は、適用しない。 

（訂正等） （新設） （訂正等） 

第 21条 本人は、電気通信事業者に対し、当該本

人が識別される保有個人データの内容が事実

（新設） 第 29 条 本人は、個人情報取扱事業者に対

し、当該本人が識別される保有個人データ
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でないときは、当該保有個人データの内容の訂

正、追加又は削除（以下この条において「訂正

等」という。）を請求することができる。 

の内容が事実でないときは、当該保有個人

データの内容の訂正、追加又は削除（以下こ

の条において「訂正等」という。）を請求するこ

とができる。 

2 電気通信事業者は、前項の規定による請求を

受けた場合には、その内容の訂正等に関して法

令の規定により特別の手続が定められている場

合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内に

おいて、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に

基づき、当該保有個人データの内容の訂正等

を行わなければならない。  

 

3 電気通信事業者は、本人から自己に関する個

人情報の訂正等（訂正、追加若しくは削除又は

利用の停止若しくは第三者への提供の停止をい

う。以下同じ。）を求められたときは、遅滞なく調査

を行うものとする。この場合においてその求めに

係る個人情報の内容が事実でないとき、保存期

間を経過しているときその他当該個人情報の取

扱いが適正でないと認められるときは、遅滞なく

訂正等を行うものとする。 

2 個人情報取扱事業者は、前項の規定によ

る請求を受けた場合には、その内容の訂正

等に関して他の法令の規定により特別の手

続が定められている場合を除き、利用目的

の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必

要な調査を行い、その結果に基づき、当該保

有個人データの内容の訂正等を行わなけれ

ばならない。  

3 電気通信事業者は、第 1 項の規定による請求

に係る保有個人データの内容の全部若しくは一

部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を

行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅

滞なく、その旨（訂正等を行ったときは、その内容

を含む。）を通知しなければならない。 

4 電気通信事業者は、前項の規定に基づき求め

られた個人情報の内容の全部若しくは一部につ

いて当該個人情報の訂正等を行ったとき、又は

訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人

に対し、遅滞なく、その旨（訂正等を行ったとき

は、その内容を含む。）の通知を行うものとする。 

3 個人情報取扱事業者は、第 1項の規定によ

る請求に係る保有個人データの内容の全部

若しくは一部について訂正等を行ったとき、

又は訂正等を行わない旨の決定をしたとき

は、本人に対し、遅滞なく、その旨（訂正等を

行ったときは、その内容を含む。）を通知しな

ければならない。 

（利用停止等） （新設） （利用停止等） 

第 22 条 本人は、電気通信事業者に対し、当該

本人が識別される保有個人データが第 5条の

（新設） 第 30 条 本人は、個人情報取扱事業者に対

し、当該本人が識別される保有個人データ
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規定に違反して取り扱われているとき又は第 7

条の規定に違反して取得されたものであるとき

は、当該保有個人データの利用の停止又は消

去（以下この条において「利用停止等」という。）

を請求することができる。 

が第 16 条の規定に違反して取り扱われてい

るとき又は第 17 条の規定に違反して取得さ

れたものであるときは、当該保有個人データ

の利用の停止又は消去（以下この条におい

て「利用停止等」という。）を請求することが

できる。 

2 電気通信事業者は、前項の規定による請求を

受けた場合であって、その請求に理由があるこ

とが判明したときは、違反を是正するために必

要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの

利用停止等を行わなければならない。ただし、当

該保有個人データの利用停止等に多額の費用

を要する場合その他の利用停止等を行うことが

困難な場合であって、本人の権利利益を保護す

るため必要なこれに代わるべき措置をとるとき

は、この限りでない。 

（新設） 2 個人情報取扱事業者は、前項の規定によ

る請求を受けた場合であって、その請求に

理由があることが判明したときは、違反を是

正するために必要な限度で、遅滞なく、当該

保有個人データの利用停止等を行わなけ

ればならない。ただし、当該保有個人データ

の利用停止等に多額の費用を要する場合

その他の利用停止等を行うことが困難な場

合であって、本人の権利利益を保護するた

め必要なこれに代わるべき措置をとるとき

は、この限りでない。 

3 本人は、電気通信事業者に対し、当該本人が

識別される保有個人データが第 15 条第 1 項又

は第 16 条の規定に違反して第三者に提供され

ているときは、当該保有個人データの第三者へ

の提供の停止を請求することができる。 

（新設） 3 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該

本人が識別される保有個人データが第 23

条第1項又は第24条の規定に違反して第三

者に提供されているときは、当該保有個人

データの第三者への提供の停止を請求する

ことができる。 
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4 電気通信事業者は、前項の規定による請求を

受けた場合であって、その請求に理由があるこ

とが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人デ

ータの第三者への提供を停止しなければならな

い。ただし、当該保有個人データの第三者への

提供の停止に多額の費用を要する場合その他

の第三者への提供を停止することが困難な場

合であって、本人の権利利益を保護するため必

要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限

りでない。 

 4 個人情報取扱事業者は、前項の規定によ

る請求を受けた場合であって、その請求に

理由があることが判明したときは、遅滞なく、

当該保有個人データの第三者への提供を

停止しなければならない。ただし、当該保有

個人データの第三者への提供の停止に多

額の費用を要する場合その他の第三者への

提供を停止することが困難な場合であって、

本人の権利利益を保護するため必要なこれ

に代わるべき措置をとるときは、この限りでな

い。 

5 電気通信事業者は、第 1 項の規定による請求

に係る保有個人データの全部若しくは一部につ

いて利用停止等を行ったとき若しくは利用停止

等を行わない旨の決定をしたとき、又は第3項の

規定による請求に係る保有個人データの全部

若しくは一部について第三者への提供を停止し

たとき若しくは第三者への提供を停止しない旨

の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その

旨を通知しなければならない。 

（新設） 5 個人情報取扱事業者は、第 1項の規定によ

る請求に係る保有個人データの全部若しく

は一部について利用停止等を行ったとき若

しくは利用停止等を行わない旨の決定をした

とき、又は第 3項の規定による請求に係る保

有個人データの全部若しくは一部について

第三者への提供を停止したとき若しくは第三

者への提供を停止しない旨の決定をしたとき

は、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しな

ければならない。 

（理由の説明） （理由の説明） （理由の説明） 
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第 23 条 電気通信事業者は、第 19 条第 3項、第

20 条第 3項、第 21 条第 3項又は前条第 5 項の

規定により、本人から求められ、又は請求された

措置の全部又は一部について、その措置をとら

ない旨を通知する場合又はその措置と異なる措

置をとる旨を通知する場合は、本人に対し、その

理由を説明するよう努めなければならない。 

第 18 条 電気通信事業者は、第 16条第 3項又は

前条第 2項若しくは第 4項の規定により、本人か

ら求められた措置の全部又は一部について、そ

の措置をとらない旨を通知する場合又はその措

置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、本

人に対し、その理由を説明するよう努めるものと

する。 

第 31 条 個人情報取扱事業者は、第 27 条第

3項、第 28条第 3項、第 29条第 3項又は前

条第5項の規定により、本人から求められ、又

は請求された措置の全部又は一部につい

て、その措置をとらない旨を通知する場合又

はその措置と異なる措置をとる旨を通知す

る場合は、本人に対し、その理由を説明する

よう努めなければならない。 

（開示等の請求等に応じる手続） （開示等の求めに応じる手続） （開示等の請求等に応じる手続） 

第24条 電気通信事業者は、第 19条第2項の規

定による求め又は第 20 条第 1 項、第 21 条第 1

項若しくは第 22 条第 1 項若しくは第 3項の規定

による請求（以下この条において「開示等の請

求等」という。）に関し、その求め又は請求を受け

付ける方法として次の各号に掲げるものを定め

ることができる。この場合において、本人は、当

該方法に従って、開示等の請求等を行わなけれ

ばならない。  

第 19条 電気通信事業者は、第 16条第 2項又は

第 17 条第 1 項若しくは第 3項の規定による求め

（以下この条において「開示等の求め」という。）

に関し、その求めを受け付ける方法として次の

各号に掲げるものを定めることができる。この場

合において、本人は、当該方法に従って、開示等

の求めを行うものとする。 

第 32 条 個人情報取扱事業者は、第 27条第

2 項の規定による求め又は第 28 条第 1 項、

第 29 条第 1 項若しくは第 30 条第 1 項若しく

は第3項の規定による請求（以下この条及び

第53条第 1項において「開示等の請求等」と

いう。）に関し、政令で定めるところにより、そ

の求め又は請求を受け付ける方法を定める

ことができる。この場合において、本人は、当

該方法に従って、開示等の請求等を行わな

ければならない。  

（令第 10 条） 

法第32条第1項の規定により個人情報取

扱事業者が開示等の請求等を受け付ける

方法として定めることができる事項は、次に
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掲げるとおりとする。 

一 開示等の請求等の申出先 一 開示等の求めの申出先 一 開示等の請求等の申出先 

二 開示等の請求等に際して提出すべき書面

の様式その他の開示等の請求等の方式 

二 開示等の求めに際して提出すべき書面（電

子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっ

ては認識することができない方式で作られる

記録を含む。）の様式その他の開示等の求め

の方式 

二 開示等の請求等に際して提出すべき書

面（電磁的記録を含む。第 14 条第 1 項及

び第 21 条第 3項において同じ。）の様式そ

の他の開示等の請求等の方式 

三 開示等の請求等をする者が本人又は第 3

項に規定する代理人であることの確認の方

法 

三 開示等の求めをする者が本人又は第 3項

に規定する代理人であることの確認の方法 

三 開示等の請求等をする者が本人又は

次条に規定する代理人であることの確認

の方法 

四 次条第 1 項の手数料の徴収方法 四 次条第 1 項の手数料の徴収方法 四 法第 33 条第 1 項の手数料の徴収方法 

2 電気通信事業者は、本人に対し、開示等の請

求等に関し、その対象となる保有個人データを

特定するに足りる事項の提示を求めることがで

きる。この場合において、電気通信事業者は、本

人が容易かつ的確に開示等の請求等をするこ

とができるよう、当該保有個人データの特定に

資する情報の提供その他本人の利便を考慮し

た適切な措置をとらなければならない。  

2 電気通信事業者は、本人に対し、開示等の求

めに関し、その対象となる個人情報を特定する

に足りる事項の提示を求めることができる。この

場合において、電気通信事業者は、本人が容易

かつ的確に開示等の求めをすることができるよ

う、当該個人情報の特定に資する情報の提供そ

の他本人の利便を考慮した適切な措置をとるも

のとする。 

2 個人情報取扱事業者は、本人に対し、開示

等の請求等に関し、その対象となる保有個

人データを特定するに足りる事項の提示を

求めることができる。この場合において、個

人情報取扱事業者は、本人が容易かつ的

確に開示等の請求等をすることができるよ

う、当該保有個人データの特定に資する情

報の提供その他本人の利便を考慮した適切

な措置をとらなければならない。  

3 開示等の請求等は、次に掲げる代理人によっ

てすることができる。 ただし、第20条第1項の規

3 開示等の求めは、次に掲げる代理人によってす

ることができる。ただし、第 17 条第 1 項の規定に

3 開示等の請求等は、政令で定めるところに

より、代理人によってすることができる。  
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定による開示の請求については、本人の通信の

秘密を侵害する場合等第20条第 2項各号のい

ずれかに該当する場合はこの限りでない。 

よる開示の求めについては、本人の具体的な委

任によらない代理人に開示することにより、本人

の通信の秘密を侵害する場合等同項各号のい

ずれかに該当する場合はこの限りでない。 

（令第 11 条） 

法第32条第3項の規定により開示等の請求

等をすることができる代理人は、次に掲げる

代理人とする。 

一 未成年者又は成年被後見人の法定代理

人 

一 未成年者又は成年被後見人の法定代理

人 

一 未成年者又は成年被後見人の法定代

理人 

二 開示等の請求等をすることにつき本人が

委任した代理人 

二 開示等の求めをすることにつき本人が委任

した代理人 

二 開示等の請求等をすることにつき本人

が委任した代理人 

4 電気通信事業者は、前 3 項の規定に基づき開

示等の請求等に応じる手続を定めるに当たって

は、本人に過重な負担を課するものとならないよ

う配慮しなければならない。 

4 電気通信事業者は、前 3 項の規定に基づき開

示等の求めに応じる手続を定めるに当たって

は、本人に過重な負担を課するものとならないよ

う配慮するものとする。 

4 個人情報取扱事業者は、前 3 項の規定に

基づき開示等の請求等に応じる手続を定め

るに当たっては、本人に過重な負担を課する

ものとならないよう配慮しなければならない。 

（手数料） （手数料） （手数料） 

第 25条 電気通信事業者は、第 19条第2項の規

定による利用目的の通知を求められたとき又は

第 20 条第 1 項の規定による開示の請求を受け

たときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴

収することができる。  

第 20条 電気通信事業者は、第 16条第2項の規

定による利用目的の通知又は第 17 条第 1 項の

規定による開示を求められたときは、当該措置

の実施に関し、手数料を徴収することができる。

第 33 条 個人情報取扱事業者は、第 27 条第

2 項の規定による利用目的の通知を求めら

れたとき又は第 28 条第 1 項の規定による開

示の請求を受けたときは、当該措置の実施

に関し、手数料を徴収することができる。  

 

2 電気通信事業者は、前項の規定により手数料

を徴収する場合は、実費を勘案して合理的であ

ると認められる範囲内において、その手数料の

2 電気通信事業者は、前項の規定により手数料

を徴収する場合は、実費を勘案して合理的であ

ると認められる範囲内において、その手数料の

2 個人情報取扱事業者は、前項の規定により

手数料を徴収する場合は、実費を勘案して

合理的であると認められる範囲内において、



42 
 

額を定めなければならない。 額を定めるものとする。 その手数料の額を定めなければならない。 

（事前の請求） （新設） （事前の請求） 

第 26 条 本人は、第 20 条第 1 項、第 21 条第 1 項

又は第 22 条第 1 項若しくは第 3項の規定による

請求に係る訴えを提起しようとするときは、その

訴えの被告となるべき者に対し、あらかじめ、当

該請求を行い、かつ、その到達した日から 2 週間

を経過した後でなければ、その訴えを提起する

ことができない。ただし、当該訴えの被告となる

べき者がその請求を拒んだときは、この限りでな

い。 

（新設） 第 34 条 本人は、第 28 条第 1 項、第 29 条第

1項又は第30条第1項若しくは第3項の規定

による請求に係る訴えを提起しようとすると

きは、その訴えの被告となるべき者に対し、あ

らかじめ、当該請求を行い、かつ、その到達し

た日から 2週間を経過した後でなければ、そ

の訴えを提起することができない。ただし、当

該訴えの被告となるべき者がその請求を拒

んだときは、この限りでない。 

2 前項の請求は、その請求が通常到達すべきで

あった時に、到達したものとみなす。 

（新設） 2 前項の請求は、その請求が通常到達すべ

きであった時に、到達したものとみなす。 

3 前 2 項の規定は、第 20 条第 1 項、第 21 条第 1

項又は第 22条第 1項若しくは第 3項の規定によ

る請求に係る仮処分命令の申立てについて準

用する。 

（新設） 3 前 2 項の規定は、第 28 条第 1 項、第 29 条

第 1 項又は第 30 条第 1 項若しくは第 3 項の

規定による請求に係る仮処分命令の申立て

について準用する。 

（電気通信事業者による苦情の処理） （苦情の処理） （個人情報取扱事業者による苦情の処理） 

第 27 条 電気通信事業者は、個人情報の取扱い

に関する苦情を適切かつ迅速に処理しなけれ

ばならない。 

第 21 条 電気通信事業者は、個人情報の利用、

提供、開示又は訂正等に関する苦情その他の

個人情報の取扱いに関する苦情を適切かつ迅

速に処理するものとする。 

第 35 条 個人情報取扱事業者は、個人情報

の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処

理に努めなければならない。 
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2 電気通信事業者は、前項の目的を達成するた

めに必要な体制を整備しなければならない。 

2 電気通信事業者は、前項の目的を達成するた

めに必要な体制を整備するものとする。 

2 個人情報取扱事業者は、前項の目的を達

成するために必要な体制の整備に努めなけ

ればならない。 

（匿名加工情報の作成等） （新設） （匿名加工情報の作成等） 

第 28 条 電気通信事業者は、匿名加工情報（匿

名加工情報データベース等を構成するものに

限る。以下同じ。）を作成するときは、特定の個人

を識別すること及びその作成に用いる個人情報

を復元することができないようにするために必

要なものとして次に定める基準に従い、当該個

人情報を加工しなければならない。 

（新設） 第 36 条 個人情報取扱事業者は、匿名加工

情報（匿名加工情報データベース等を構成

するものに限る。以下同じ。）を作成するとき

は、特定の個人を識別すること及びその作

成に用いる個人情報を復元することができ

ないようにするために必要なものとして個人

情報保護委員会規則で定める基準に従い、

当該個人情報を加工しなければならない。 

（規則第 19条） 法第 36条第 1項の個人情

報保護委員会規則で定める基準は、次の

とおりとする。 

一 個人情報に含まれる特定の個人を識別す

ることができる記述等の全部又は一部を削

除すること（当該全部又は一部の記述等を復

元することのできる規則性を有しない方法に

より他の記述等に置き換えることを含む。）。 

（新設） 一 個人情報に含まれる特定の個人を

識別することができる記述等の全部又

は一部を削除すること（当該全部又は

一部の記述等を復元することのできる

規則性を有しない方法により他の記述

等に置き換えることを含む。）。 

二 個人情報に含まれる個人識別符号の全部 （新設） 二 個人情報に含まれる個人識別符号
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を削除すること（当該個人識別符号を復元す

ることのできる規則性を有しない方法により

他の記述等に置き換えることを含む。）。 

の全部を削除すること（当該個人識別

符号を復元することのできる規則性を

有しない方法により他の記述等に置き

換えることを含む。）。 

三 個人情報と当該個人情報に措置を講じて

得られる情報とを連結する符号（現に個人情

報取扱事業者において取り扱う情報を相互

に連結する符号に限る。）を削除すること（当

該符号を復元することのできる規則性を有し

ない方法により当該個人情報と当該個人情

報に措置を講じて得られる情報を連結するこ

とができない符号に置き換えることを含む。）。

（新設） 三 個人情報と当該個人情報に措置を

講じて得られる情報とを連結する符号

（現に個人情報取扱事業者において取

り扱う情報を相互に連結する符号に限

る。）を削除すること（当該符号を復元す

ることのできる規則性を有しない方法

により当該個人情報と当該個人情報に

措置を講じて得られる情報を連結する

ことができない符号に置き換えることを

含む。）。 

四 特異な記述等を削除すること（当該特異な

記述等を復元することのできる規則性を有し

ない方法により他の記述等に置き換えること

を含む。）。 

（新設） 四 特異な記述等を削除すること（当該

特異な記述等を復元することのできる

規則性を有しない方法により他の記述

等に置き換えることを含む。）。 

五 前各号に掲げる措置のほか、個人情報に

含まれる記述等と当該個人情報を含む個人

情報データベース等を構成する他の個人情

報に含まれる記述等との差異その他の当該

個人情報データベース等の性質を勘案し、そ

（新設） 五 前各号に掲げる措置のほか、個人情

報に含まれる記述等と当該個人情報を

含む個人情報データベース等を構成

する他の個人情報に含まれる記述等と

の差異その他の当該個人情報データ
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の結果を踏まえて適切な措置を講ずること。 ベース等の性質を勘案し、その結果を

踏まえて適切な措置を講ずること。 

2 電気通信事業者は、匿名加工情報を作成した

ときは、その作成に用いた個人情報から削除し

た記述等及び個人識別符号並びに前項の規定

により行った加工の方法に関する情報の漏えい

を防止するために必要なものとして次に定める

基準に従い、これらの情報の安全管理のための

措置を講じなければならない。 

（新設） 第 36 条 

2 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を

作成したときは、その作成に用いた個人情報

から削除した記述等及び個人識別符号並び

に前項の規定により行った加工の方法に関

する情報の漏えいを防止するために必要な

ものとして個人情報保護委員会規則で定め

る基準に従い、これらの情報の安全管理の

ための措置を講じなければならない。 

（規則第 20 条） 

法第 36条第 2項の個人情報保護委員会

規則で定める基準は、次のとおりとする。 

一 加工方法等情報（匿名加工情報の作成に

用いた個人情報から削除した記述等及び個

人識別符号並びに第 28 条第 1 項の規定によ

り行った加工の方法に関する情報（その情報

を用いて当該個人情報を復元することができ

るものに限る。）をいう。以下この条において同

じ。）を取り扱う者の権限及び責任を明確に定

めること。 

（新設） 一 加工方法等情報（匿名加工情報の作

成に用いた個人情報から削除した記述等

及び個人識別符号並びに法第 36 条第 1

項の規定により行った加工の方法に関す

る情報（その情報を用いて当該個人情報

を復元することができるものに限る。）をい

う。以下この条において同じ。）を取り扱う

者の権限及び責任を明確に定めること。 

二 加工方法等情報の取扱いに関する規程類 （新設） 二 加工方法等情報の取扱いに関する規
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を整備し、当該規程類に従って加工方法等情

報を適切に取り扱うとともに、その取扱いの状

況について評価を行い、その結果に基づき改

善を図るために必要な措置を講ずること。 

程類を整備し、当該規程類に従って加工

方法等情報を適切に取り扱うとともに、そ

の取扱いの状況について評価を行い、そ

の結果に基づき改善を図るために必要な

措置を講ずること。 

三 加工方法等情報を取り扱う正当な権限を

有しない者による加工方法等情報の取扱い

を防止するために必要かつ適切な措置を講

ずること。 

（新設） 三 加工方法等情報を取り扱う正当な権限

を有しない者による加工方法等情報の取

扱いを防止するために必要かつ適切な措

置を講ずること。 

3 電気通信事業者は、匿名加工情報を作成した

ときは、遅滞なく、インターネットの利用その他の

適切な方法により、当該匿名加工情報に含まれ

る個人に関する情報の項目を公表しなければ

ならない。 

（新設） 3 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を

作成したときは、個人情報保護委員会規則

で定めるところにより、当該匿名加工情報に

含まれる個人に関する情報の項目を公表し

なければならない。 

（規則第 21条） 法第 36条第 3項の規定に

よる公表は、匿名加工情報を作成した後、

遅滞なく、インターネットの利用その他の適

切な方法により行うものとする。 

4 電気通信事業者が他の個人情報取扱事業者

の委託を受けて匿名加工情報を作成した場合

は、当該他の個人情報取扱事業者が当該匿名

加工情報に含まれる個人に関する情報の項目

（新設） （規則第 21 条） 

2 個人情報取扱事業者が他の個人情報

取扱事業者の委託を受けて匿名加工情

報を作成した場合は、当該他の個人情報
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を前項に規定する方法により公表するものとす

る。この場合においては、当該公表をもって当該

電気通信事業者が当該項目を公表したものと

みなす。 

取扱事業者が当該匿名加工情報に含ま

れる個人に関する情報の項目を前項に規

定する方法により公表するものとする。こ

の場合においては、当該公表をもって当該

個人情報取扱事業者が当該項目を公表

したものとみなす。 

5 電気通信事業者は、匿名加工情報を作成して

当該匿名加工情報を第三者に提供するときは、

インターネットの利用その他の適切な方法によ

り、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情

報に含まれる個人に関する情報の項目及びそ

の提供の方法について公表するとともに、当該

第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名

加工情報である旨を電子メールを送信する方

法又は書面を交付する方法その他の適切な方

法により明示しなければならない。 

（新設） 第 36 条 

4 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を

作成して当該匿名加工情報を第三者に提

供するときは、個人情報保護委員会規則で

定めるところにより、あらかじめ、第三者に提

供される匿名加工情報に含まれる個人に関

する情報の項目及びその提供の方法につい

て公表するとともに、当該第三者に対して、

当該提供に係る情報が匿名加工情報であ

る旨を明示しなければならない。 

（規則第22条） 法第36条第4項の規定に

よる公表は、インターネットの利用その他の

適切な方法により行うものとする。 

2 法第 36 条第 4 項の規定による明示は、

電子メールを送信する方法又は書面を交

付する方法その他の適切な方法により行

うものとする。 
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6 電気通信事業者は、匿名加工情報を作成して

自ら当該匿名加工情報を取り扱うに当たって

は、当該匿名加工情報の作成に用いられた個

人情報に係る本人を識別するために、当該匿名

加工情報を他の情報と照合してはならない。 

（新設） 第 36 条 

5 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を

作成して自ら当該匿名加工情報を取り扱う

に当たっては、当該匿名加工情報の作成に

用いられた個人情報に係る本人を識別する

ために、当該匿名加工情報を他の情報と照

合してはならない。 

7 電気通信事業者は、匿名加工情報を作成した

ときは、当該匿名加工情報の安全管理のために

必要かつ適切な措置、当該匿名加工情報の作

成その他の取扱いに関する苦情の処理その他

の当該匿名加工情報の適正な取扱いを確保す

るために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置

の内容を公表するよう努めなければならない。 

（新設） 

 

第 36 条 

6 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を

作成したときは、当該匿名加工情報の安全

管理のために必要かつ適切な措置、当該匿

名加工情報の作成その他の取扱いに関する

苦情の処理その他の当該匿名加工情報の

適正な取扱いを確保するために必要な措置

を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表す

るよう努めなければならない。 

（匿名加工情報の提供） （新設） （匿名加工情報の提供） 

第29条 匿名加工情報取扱事業者は、匿名加工

情報（自ら個人情報を加工して作成したものを

除く。以下この章において同じ。）を第三者に提供

するときは、インターネットの利用その他の適切

な方法により、あらかじめ、第三者に提供される

匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の

（新設） 第 37 条 匿名加工情報取扱事業者は、匿名

加工情報（自ら個人情報を加工して作成し

たものを除く。以下この節において同じ。）を第

三者に提供するときは、個人情報保護委員

会規則で定めるところにより、あらかじめ、第

三者に提供される匿名加工情報に含まれる
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項目及びその提供の方法について公表するとと

もに、当該第三者に対して、当該提供に係る情

報が匿名加工情報である旨を電子メールを送

信する方法又は書面を交付する方法その他の

適切な方法により明示しなければならない。 

個人に関する情報の項目及びその提供の

方法について公表するとともに、当該第三者

に対して、当該提供に係る情報が匿名加工

情報である旨を明示しなければならない。 

（規則第23条） 前条第1項の規定は、法第

37 条の規定による公表について準用す

る。2 前条第2項の規定は、法第37条の

規定による明示について準用する。 

（識別行為の禁止） （新設） （識別行為の禁止） 

第30条 匿名加工情報取扱事業者は、匿名加工

情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工情

報の作成に用いられた個人情報に係る本人を

識別するために、当該個人情報から削除された

記述等若しくは個人識別符号若しくは第 28 条第

1 項の規定により行われた加工の方法に関する

情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の

情報と照合してはならない。 

（新設） 第 38 条 匿名加工情報取扱事業者は、匿名

加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名

加工情報の作成に用いられた個人情報に係

る本人を識別するために、当該個人情報か

ら削除された記述等若しくは個人識別符号

若しくは第36条第 1項の規定により行われた

加工の方法に関する情報を取得し、又は当

該匿名加工情報を他の情報と照合してはな

らない。 

（安全管理措置等） （新設） （安全管理措置等） 

第 31 条 匿名加工情報取扱事業者は、匿名加工

情報の安全管理のために必要かつ適切な措

置、匿名加工情報の取扱いに関する苦情の処

理その他の匿名加工情報の適正な取扱いを確

（新設） 第 39 条 匿名加工情報取扱事業者は、匿名

加工情報の安全管理のために必要かつ適

切な措置、匿名加工情報の取扱いに関する

苦情の処理その他の匿名加工情報の適正
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保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該

措置の内容を公表するよう努めなければならな

い。 

な取扱いを確保するために必要な措置を自

ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよ

う努めなければならない。 

（削除） （漏えい等が発生した場合の対応）  

（削除） 第 22 条 電気通信事業者は、個人情報の漏えい

が発生した場合は、速やかに、当該漏えいに係

る事実関係を本人に通知するものとする。ただ

し、当該個人情報の漏えいがノートブック型パー

ソナルコンピュータ等の紛失又は盗難により発生

したものであって、かつ、本人に対して二次被害

が生じないよう適切な技術的保護措置が講じら

れているときは、この限りでない。 

 

（削除） 2 電気通信事業者は、個人情報の漏えい等が発

生した場合は、二次被害の防止、類似事案の発

生回避等の観点から、可能な限り、当該漏えい

等に係る事実関係その他の二次被害の防止、

類似事案の発生回避等に有用な情報を公表す

るものとする。ただし、当該個人情報の漏えい等

がノートブック型パーソナルコンピュータ等の紛

失、盗難、破損等により発生したものであって、か

つ、本人に対して二次被害が生じないよう適切

な技術的保護措置が講じられているときは、この

限りでない。 
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（削除） 3 電気通信事業者は、個人情報の漏えい等が発

生した場合は、当該漏えい等に係る事実関係を

総務省に直ちに報告するものとする。ただし、当

該個人情報の漏えい等がノートブック型パーソ

ナルコンピュータ等の紛失、盗難、破損等により

発生したものであって、かつ、本人に対して二次

被害が生じないよう適切な技術的保護措置が

講じられているときは、四半期内に発生した個人

情報の漏えい等の事実関係を当該四半期経過

後遅滞なく報告することをもって代えることがで

きる。 

 

第 3 章 各種情報の取扱い 第 3 章 各種情報の取扱い  

（通信履歴） （通信履歴）  

第 32 条 電気通信事業者は、通信履歴（利用者

が電気通信を利用した日時、当該電気通信の

相手方その他の利用者の電気通信に係る情報

であって当該電気通信の内容以外のものをい

う。以下同じ。）については、課金、料金請求、苦

情対応、不正利用の防止その他の業務の遂行

上必要な場合に限り、記録することができる。 

第 23 条 電気通信事業者は、通信履歴（利用者

が電気通信を利用した日時、当該通信の相手

方その他の利用者の通信に係る情報であって

通信内容以外のものをいう。以下同じ。）につい

ては、課金、料金請求、苦情対応、不正利用の防

止その他の業務の遂行上必要な場合に限り、記

録することができる。 

 

2 電気通信事業者は、利用者の同意がある場

合、裁判官の発付した令状に従う場合、正当防

衛又は緊急避難に該当する場合その他の違法

2 電気通信事業者は、利用者の同意がある場

合、裁判官の発付した令状に従う場合、正当防

衛又は緊急避難に該当する場合その他の違法
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性阻却事由がある場合を除いては、通信履歴を

他人に提供してはならない。 

性阻却事由がある場合を除いては、通信履歴を

他人に提供しないものとする。 

（利用明細） （利用明細）  

第 33条 電気通信事業者が利用明細（利用者が

電気通信を利用した日時、当該電気通信の着

信先、これらに対応した課金情報その他利用者

の当該電気通信の利用に関する情報を記載し

た書面。以下同じ。）に記載する情報の範囲は、

利用明細の目的を達成するため必要な限度を

超えてはならない。 

第24条 電気通信事業者が利用明細（利用者が

電気通信を利用した日時、当該通信の着信先、

これらに対応した課金情報その他利用者の電

気通信の利用に関する情報を記載した書面。以

下同じ。）に記載する情報の範囲は、利用明細の

目的を達成するため必要な限度を超えないもの

とする。 

 

2 電気通信事業者が利用明細を加入者その他

の閲覧し得る者に閲覧させ又は交付するに当た

っては、利用者の通信の秘密及び個人情報を不

当に侵害しないよう必要な措置を講じなくてなら

ない。 

2 電気通信事業者が利用明細を加入者その他

の閲覧し得る者に閲覧させ又は交付するに当た

っては、利用者の通信の秘密及び個人情報を不

当に侵害しないよう必要な措置を講ずるものと

する。 

 

（発信者情報） （発信者情報）  

第 34条 電気通信事業者は、発信者情報通知サ

ービス（発信電話番号、発信者の位置を示す情

報等発信者に関する情報（以下「発信者情報」

という。）を受信者に通知する電話サービスをい

う。以下同じ。）を提供する場合には、通信ごと

に、発信者情報の通知を阻止する機能を設けな

くてはならない。 

第 25条 電気通信事業者は、発信者情報通知サ

ービス（発信電話番号、発信者の位置を示す情

報等発信者に関する情報（以下「発信者情報」

という。）を受信者に通知する電話サービスをい

う。以下同じ。）を提供する場合には、通信ごと

に、発信者情報の通知を阻止する機能を設ける

ものとする。 
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2 電気通信事業者は、発信者情報通知サービス

を提供する場合には、利用者の権利の確保のた

め必要な措置を講じなくてはならない。 

2 電気通信事業者は、発信者情報通知サービス

を提供する場合には、利用者の権利の確保のた

め必要な措置を講ずるものとする。 

 

3 電気通信事業者は、発信者情報通知サービス

その他のサービスの提供に必要な場合を除い

ては、発信者情報を他人に提供してはならない。

ただし、利用者の同意がある場合、裁判官の発

付した令状に従う場合、電話を利用して脅迫の

罪を現に犯している者がある場合において被害

者及び捜査機関からの要請により逆探知を行う

場合、人の生命、身体等に差し迫った危険があ

る旨の緊急通報がある場合において当該通報

先からの要請により逆探知を行う場合その他の

違法性阻却事由がある場合はこの限りでない。 

3 電気通信事業者は、発信者情報通知サービス

その他のサービスの提供に必要な場合を除い

ては、発信者情報を他人に提供しないものとす

る。ただし、利用者の同意がある場合、裁判官の

発付した令状に従う場合、電話を利用して脅迫

の罪を現に犯している者がある場合において被

害者及び捜査機関からの要請により逆探知を

行う場合、人の生命、身体等に差し迫った危険

がある旨の緊急通報がある場合において当該

通報先からの要請により逆探知を行う場合その

他の違法性阻却事由がある場合はこの限りで

ない。 

 

（位置情報）（P） （位置情報）  

（P） 

第 35 条 

第 26 条 電気通信事業者は、利用者の同意があ

る場合、裁判官の発付した令状に従う場合その

他の違法性阻却事由がある場合を除いては、位

置情報（移動体端末を所持する者の位置を示

す情報であって、発信者情報でないものをいう。

以下同じ。）を他人に提供しないものとする。 
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 2 電気通信事業者が、位置情報を加入者又はそ

の指示する者に通知するサービスを提供し、又

は第三者に提供させる場合には、利用者の権利

が不当に侵害されることを防止するため必要な

措置を講ずるものとする。 

 

 3 電気通信事業者は、第 4 条の規定にかかわら

ず、捜査機関からの要請により位置情報の取得

を求められた場合において、裁判官の発付した

令状に従うときに限り、当該位置情報を取得す

るものとする。 

 

 4 電気通信事業者は、前項のほか、救助を要す

る者を捜索し、救助を行う警察、海上保安庁又

は消防その他これに準ずる機関からの要請によ

り救助を要する者の位置情報の取得を求められ

た場合においては、その者の生命又は身体に対

する重大な危険が切迫しており、かつ、その者を

早期に発見するために当該位置情報を取得す

ることが不可欠であると認められる場合に限り、

当該位置情報を取得するものとする。 

 

（不払い者等情報） （不払い者等情報）  

第 36 条 電気通信事業者は、電気通信サービス

に係る料金不払い又は携帯音声通信役務の不

正な利用を防ぐため特に必要であり、かつ、適切

第 27 条 電気通信事業者は、電気通信サービス

に係る料金不払い又は携帯音声通信役務の不

正な利用を防ぐため特に必要であり、かつ、適切
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であると認められるときは、他の電気通信事業

者との間において、不払い者等情報（支払期日

が経過したにもかかわらず電気通信サービスに

係る料金を支払わない者又は携帯音声通信事

業者による契約者等の本人確認等及び携帯音

声通信役務の不正な利用の防止に関する法律

（平成 17年法律第 31 号）第 9条に基づく契約者

確認に応じない者の氏名、住所、不払い額又は

電話番号その他の当該者に関する情報をいう。

以下同じ。）を交換することができる。ただし、当

該不払い者等情報を交換の対象とすることが

本人の権利利益を不当に侵害するおそれがあ

ると認められるときは、この限りでない。 

であると認められるときは、他の電気通信事業

者との間において、不払い者等情報（支払期日

が経過したにもかかわらず電気通信サービスに

係る料金を支払わない者又は携帯音声通信事

業者による契約者等の本人確認等及び携帯音

声通信役務の不正な利用の防止に関する法律

（平成 17年法律第 31 号）第 9条に基づく契約者

確認に応じない者の氏名、住所、不払い額又は

電話番号その他の当該者に関する情報をいう。

以下同じ。）を交換することができる。ただし、当

該不払い者等情報を交換の対象とすることが

本人の権利利益を不当に侵害するおそれがあ

ると認められるときは、この限りでない。 

2 電気通信事業者は、不払い者等情報を他の電

気通信事業者との間で交換する場合は、その旨

並びに交換される不払い者等情報の項目、交

換する電気通信事業者の範囲及び交換される

不払い者等情報の管理について責任を有する

者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に

通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くこ

とが適切である。 

2 電気通信事業者は、不払い者等情報を他の電

気通信事業者との間で交換する場合は、その旨

並びに交換される不払い者等情報の項目、交

換する電気通信事業者の範囲及び交換される

不払い者等情報の管理について責任を有する

者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に

通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くも

のとする。 

 

3 電気通信事業者は、前項の交換される不払い

者等情報の管理について責任を有する者の氏

3 電気通信事業者は、前項の交換される不払い

者等情報の管理について責任を有する者の氏
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名又は名称を変更する場合は、変更する内容に

ついて、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が

容易に知り得る状態に置くことが適切である。 

名又は名称を変更する場合は、変更する内容に

ついて、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が

容易に知り得る状態に置くものとする。 

4 不払い者等情報の交換をした電気通信事業

者は、当該不払い者等情報を加入時の審査以

外の目的のために使用しないことが適切であ

る。 

4 不払い者等情報の交換をした電気通信事業

者は、当該不払い者等情報を加入時の審査以

外の目的のために使用しないものとする。 

 

5 不払い者等情報を提供し、又は提供を受けた

電気通信事業者は、当該不払い者等情報の適

正な管理に特に万全を期すことが適切である。 

5 不払い者等情報を提供し、又は提供を受けた

電気通信事業者は、当該不払い者等情報の適

正な管理に特に万全を期すものとする。 

 

（迷惑メール等送信に係る加入者情報） （迷惑メール等送信に係る加入者情報）  

第 37 条 電気通信事業者は、一時に多数の者に

対してされる電子メールの送信による電子メー

ルの送受信上の支障を防止するため特に必要

であり、かつ、適切であると認められるときは、の

電気通信事業者との間において、加入者情報

（一時に多数の者に対し、特定電子メールの送

信の適正化等に関する法律（平成 14 年法律第

26号）の規定に違反する電子メールの送信その

他の電子メールの送受信上の支障を生じさせる

おそれのある電子メールの送信をしたことを理

由として、電気通信事業者が利用停止措置を

講じ、又は契約を解除した加入者の氏名、住所

第 28 条 電気通信事業者は、一時に多数の者に

対してされる電子メールの送信による電子メー

ルの送受信上の支障を防止するため特に必要

であり、かつ、適切であると認められるときは、他

の電気通信事業者との間において、加入者情報

（一時に多数の者に対し、特定電子メールの送

信の適正化等に関する法律（平成十四年法律

第二十六号）の規定に違反する電子メールの

送信その他の電子メールの送受信上の支障を

生じさせるおそれのある電子メールの送信をし

たことを理由として、電気通信事業者が利用停

止措置を講じ、又は契約を解除した加入者の氏
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その他の当該加入者に関する情報に限る。以下

同じ。）を交換することができる。ただし、当該加

入者情報を交換の対象とすることが本人の権

利利益を不当に侵害するおそれがあると認めら

れるときは、この限りでない。 

名、住所その他の当該加入者に関する情報に

限る。以下同じ。）を交換することができる。ただ

し、当該加入者情報を交換の対象とすることが

本人の権利利益を不当に侵害するおそれがあ

ると認められるときは、この限りでない。 

2 電気通信事業者は、加入者情報を他の電気通

信事業者との間で交換する場合は、その旨並び

に交換される加入者情報の項目、交換する電気

通信事業者の範囲及び交換される加入者情報

の管理について責任を有する者の氏名又は名

称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本

人が容易に知り得る状態に置くことが適切であ

る。 

2 電気通信事業者は、加入者情報を他の電気通

信事業者との間で交換する場合は、その旨並び

に交換される加入者情報の項目、交換する電気

通信事業者の範囲及び交換される加入者情報

の管理について責任を有する者の氏名又は名

称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本

人が容易に知り得る状態に置くものとする。 

 

3 電気通信事業者は、前項の交換される加入者

情報の管理について責任を有する者の氏名又

は名称を変更する場合は、変更する内容につい

て、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易

に知り得る状態に置くことが適切である。 

3 電気通信事業者は、前項の交換される加入者

情報の管理について責任を有する者の氏名又

は名称を変更する場合は、変更する内容につい

て、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易

に知り得る状態に置くものとする。 

 

4 加入者情報の交換をした電気通信事業者は、

当該加入者情報を加入時の審査以外の目的の

ために使用しないことが適切である。 

4 加入者情報の交換をした電気通信事業者は、

当該加入者情報を加入時の審査以外の目的の

ために使用してはならない。 

 

5 加入者情報を提供し、又は提供を受けた電気

通信事業者は、当該加入者情報の適正な管理

5 加入者情報を提供し、又は提供を受けた電気

通信事業者は、当該加入者情報の適正な管理
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に特に万全を期すことが適切である。 に特に万全を期すものとする。 

（電話番号情報） （電話番号情報）  

第38条 電気通信事業者が電話番号情報（電気

通信事業者が電話加入契約締結に伴い知り得

た加入者名又は加入者が電話帳への掲載、電

話番号の案内を希望する名称及びこれに対応

した電話番号その他の加入者に関する情報を

いう。以下同じ。）を用いて電話帳を発行し又は

電話番号案内の業務を行う場合は、加入者に

対し、電話帳への掲載又は電話番号の案内をし

ないことについての選択の機会を与えることが

適切である。この場合において加入者が省略を

選択したときは、遅滞なく当該加入者の情報を

電話帳への掲載又は案内業務の対象から除外

しなくてはならない。 

第29条 電気通信事業者が電話番号情報（電気

通信事業者が電話加入契約締結に伴い知り得

た加入者名又は加入者が電話帳への掲載、電

話番号の案内を希望する名称及びこれに対応

した電話番号その他の加入者に関する情報を

いう。以下同じ。）を用いて電話帳を発行し又は

電話番号案内の業務を行う場合は、加入者に

対し、電話帳への掲載又は電話番号の案内を

省略するかどうかの選択の機会を与えるものと

する。この場合において加入者が省略を選択し

たときは、遅滞なく当該加入者の情報を電話帳

への掲載又は案内業務の対象から除外するも

のとする。 

 

2 電気通信事業者が電話帳発行又は電話番号

案内業務を行う場合に提供する電話番号情報

の範囲は、各業務の目的達成のため必要な限

度を超えないこととすることが適切である。ただ

し、加入者の同意がある場合はこの限りでない。

2 電気通信事業者が電話帳発行又は電話番号

案内業務を行う場合に提供する電話番号情報

の範囲は、各業務の目的達成のため必要な限

度を超えないものとする。ただし、加入者の同意

がある場合はこの限りでない。 

 

3 電気通信事業者が電話帳発行又は電話番号

案内を行う場合の電話番号情報の提供形態

3 電気通信事業者が電話帳発行又は電話番号

案内を行う場合の電話番号情報の提供形態
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は、本人の権利利益を不当に侵害しないものと

することが適切である。 

は、本人の権利利益を不当に侵害しないものと

する。 

4 電気通信事業者は、電話帳発行又は電話番

号案内業務による場合を除き、電話番号情報を

提供しないことが適切である。ただし、次に掲げ

る場合はこの限りでない。 

4 電気通信事業者は、電話帳発行又は電話番

号案内業務による場合を除き、電話番号情報を

提供しないものとする。ただし、次に掲げる場合

はこの限りでない。 

 

一 電話帳発行又は電話番号案内業務を外

部に委託する場合 

一 電話帳発行又は電話番号案内業務を外

部に委託する場合 

 

二 電話帳を発行し、又は電話番号案内の業

務を行う者に提供する場合 

二 電話帳を発行し、又は電話番号案内の業

務を行う者に提供する場合 

 

三 その他第 5 条第 3項各号に該当する場合 三 その他第 6 条第 3項各号に該当する場合  

5 電気通信事業者が電話番号情報を、電話帳

発行又は電話番号案内業務を行う者に提供す

る場合は、当該提供契約等において、前各項に

準じた取扱いをさせることを定めることが適切で

ある。 

5 電気通信事業者が電話番号情報を、電話帳

発行又は電話番号案内業務を行う者に提供す

る場合は、当該提供契約等において、前各項に

準じた取扱いをすることを定めるものとする。 

 

（削除） 第 4 章 雑則  

（削除） （ガイドラインの見直し）  

（削除） 第 30 条 このガイドラインについては、社会情勢の

変化、国民の意識の変化、技術動向の変化等諸

環境の変化を踏まえ、必要に応じ見直しを行うも

のとする。 

 

 


